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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次 第73期 第74期 第75期 第76期 第77期

決算年月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月 2026年３月

売上高 (百万円) 62,284 68,260 55,048 54,384 63,031

経常利益 (百万円) 8,104 10,744 4,685 1,422 5,162

親会社株主に帰属する
当期純利益

(百万円) 4,618 7,653 3,048 559 4,069

包括利益 (百万円) 5,697 8,947 7,810 296 8,518

純資産額 (百万円) 64,275 72,147 77,023 76,072 83,184

総資産額 (百万円) 107,379 114,832 120,046 121,106 125,459

１株当たり純資産額 (円) 902.82 1,010.08 1,116.81 1,099.01 1,191.00

１株当たり当期純利益 (円) 65.08 107.50 43.12 8.11 58.51

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) 64.83 107.14 42.98 8.09 58.39

自己資本比率 (％) 59.7 62.7 64.1 62.7 66.2

自己資本利益率 (％) 7.5 11.2 4.1 0.7 5.1

株価収益率 (倍) 8.31 5.41 14.89 59.93 14.58

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 10,265 6,398 △2,488 6,449 9,479

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,100 △2,702 △5,304 △3,435 △3,725

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △6,442 △3,351 7,566 912 △6,197

現金及び現金同等物の
期末残高

(百万円) 17,847 18,593 18,980 22,678 22,968

従業員数
(外、平均臨時雇用人員)

(名)
2,688 2,613 2,472 2,366 2,547

(267) (289) (291) (279) (275)

(注) １ 従業員数は就業人員であります。

２ 第77期より未実現損益の消去方法を変更しており、第76期以前に係る主要な連結経営指標等については遡及

修正後の数値を記載しております。なお、詳細は「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1)連結財務諸

表 注記事項（会計方針の変更）」に記載のとおりであります。
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(2) 提出会社の経営指標等

回次 第73期 第74期 第75期 第76期 第77期

決算年月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月 2026年３月

売上高 (百万円) 52,518 58,797 43,857 42,593 49,461

経常利益 (百万円) 6,720 10,361 3,133 101 4,595

当期純利益または
当期純損失(△)

(百万円) 920 7,327 2,040 △820 3,743

資本金 (百万円) 9,533 9,533 9,533 9,533 9,533

発行済株式総数 (株) 73,501,425 73,501,425 73,501,425 73,501,425 73,501,425

純資産額 (百万円) 51,273 57,633 58,569 56,264 60,776

総資産額 (百万円) 90,320 96,261 98,888 98,281 99,764

１株当たり純資産額 (円) 719.77 806.54 848.83 812.47 869.88

１株当たり配当額
(１株当たり中間配当額)

(円)
13.00 19.00 19.00 19.00 29.50

(6.00) (9.00) (9.50) (9.50) (14.00)

１株当たり当期純利益または
１株当たり当期純損失(△)

(円) 12.97 102.92 28.85 △11.89 53.83

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) 12.92 102.58 28.77 ― 53.71

自己資本比率 (％) 56.6 59.7 59.1 57.1 60.8

自己資本利益率 (％) 1.8 13.5 3.5 △1.4 6.4

株価収益率 (倍) 41.71 5.65 22.25 ― 15.85

配当性向 (％) 100.2 18.5 65.9 ― 54.8

従業員数
(外、平均臨時雇用人員)

(名)
1,010 1,000 1,007 1,024 1,030

(261) (272) (272) (271) (268)

株主総利回り
(比較指標:業種別加重株価
平均(機械))

(％) 83.7 92.6 104.7 84.0 143.9

(％) (92.5) (95.9) (105.9) (92.0) (124.4)

最高株価 (円) 758 648 690 659 1,131

最低株価 (円) 468 478 520 457 380

(注) １ 従業員数は就業人員であります。

２ 最高株価および最低株価は、2022年４月３日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年

４月４日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。

３ 第76期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しているものの、１株当たり当

期純損失であるため記載しておりません。

４ 第76期の株価収益率および配当性向については、当期純損失であるため記載しておりません。

５ 第77期の１株当たり配当額29.50円のうち、期末配当額15.50円については、2026年６月26日開催予定の定時

株主総会の決議事項となっております。
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２ 【沿革】

1950年２月 軸受等の販売を目的として名古屋市に大一工業株式会社を設立。

1956年３月 ニードルベアリング(針状ころ軸受)の研究開発に着手。

1956年７月 日本トムソンベアリング株式会社と業務提携。ニードルベアリングの販売を開始。

1959年９月 ニードルベアリングの生産を開始。

1963年６月 本社を名古屋市から東京都に移転。

1963年７月 (アイケイオー)を当社ブランドとして商標登録。

1963年８月 社名を日本トムソン株式会社に変更。

1963年10月 株式を東京証券取引所市場第二部に上場。

1964年２月 日本トムソンベアリング株式会社を吸収合併。

1967年８月 大阪証券取引所市場第二部に上場。

1968年２月 本社を現在の本店所在地に新築移転。

1968年６月 東京・大阪証券取引所市場第一部に指定。

1969年５月 スウェーデンのベアリングメーカーSKF社と４年間にわたり業務提携する。

1969年５月 岐阜製作所を新設。

1971年１月 日本トムソン販売株式会社(1975年12月に「アイケイオー販売株式会社」から商号変更)を設立。

1971年３月 米国に販売会社IKO INTERNATIONAL, INC.を設立(現連結子会社)。

1973年９月 株式会社笠神製作所を設立。

1975年11月 オランダに販売会社NIPPON THOMPSON EUROPE B.V.を設立(現連結子会社)。

1978年５月 直動案内機器のリニアウェイ(のちの直動シリーズ)を開発し、販売を開始。

1982年５月 日本ディック株式会社(現連結子会社、1992年３月に「ダルマ産業株式会社」から商号変更)に資

本参加する。

1989年２月 株式会社武芸川製作所を設立。

1998年４月 株式会社八生商会に資本参加する。

2003年３月 大阪証券取引所市場第一部の上場を廃止。

2006年２月 中国に販売会社艾克欧東晟商貿(上海)有限公司(IKO-THOMPSON(SHANGHAI)LTD.)を設立(現連結子

会社)。

2006年３月 ベトナムに製造会社IKO THOMPSON VIETNAM CO.,LTD.を設立(現連結子会社)。

2010年７月 日本トムソン販売株式会社、株式会社笠神製作所および株式会社武芸川製作所の連結子会社３社

を吸収合併。

2014年４月 タイに販売会社IKO THOMPSON ASIA CO.,LTD.を設立(現連結子会社)。

2017年１月 中国の販売会社優必勝(上海)精密軸承有限公司(UBC PRECISION BEARING CO.,LTD.)および製造会

社優必勝(蘇州)軸承有限公司(UBC(SUZHOU)BEARING CO.,LTD.)を子会社化(現連結子会社)。

2022年４月 東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からプライム市場へ移行。

2025年６月 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行。
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３ 【事業の内容】

当社の企業集団は、当社および子会社14社で構成され、針状ころ軸受および直動案内機器等(以下、「軸受等」と

いいます。)ならびに諸機械部品の製造・販売を単一の事業として運営しております。

従いまして、当社および連結子会社(以下、「当社グループ」といいます。)は、軸受等ならびに諸機械部品の製

造・販売事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。
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４ 【関係会社の状況】

名称 住所

資本金

または出資金

(百万円)

主要な事業の

内容

議決権の

所有割合

(％)

関係内容

(連結子会社)

IKO INTERNATIONAL, INC.

(注)３

米国 6,000千米ドル 軸受等販売 100.0 軸受等ならびに諸機械部品の販売

NIPPON THOMPSON EUROPE B.V.

(注)１、３

オランダ 9,000千ユーロ 〃 100.0 軸受等ならびに諸機械部品の販売

艾克欧東晟商貿(上海)有限公司

(注)１、３

中国 150 〃 100.0 軸受等ならびに諸機械部品の販売

優必勝(上海)精密軸承有限公司

(注)１

中国 110,971千元 〃 100.0
軸受等の製造ならびに販売

資金の援助

IKO THOMPSON ASIA CO.,LTD. タイ 10,000千バーツ 〃 100.0 軸受等ならびに諸機械部品の販売

日本ディック㈱ 名古屋市中区 90
軸受等、機

械部品販売
100.0 軸受等ならびに諸機械部品の販売

IKO THOMPSON VIETNAM CO.,LTD.

(注)１

ベトナム 36,400千米ドル
軸受等製造

・販売
100.0

軸受等の製造ならびに販売

資金の援助

優必勝(蘇州)軸承有限公司

(注)１、２

中国 155,900千元 〃
100.0

(56.4)

軸受等の製造ならびに販売

資金の援助

(注) １ 特定子会社であります。

２ 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。

３ 売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％を超える子会社は次のとおり

であります。

区分 IKO INTERNATIONAL, INC. NIPPON THOMPSON EUROPE B.V. 艾克欧東晟商貿(上海)有限公司

売上高 (百万円) 9,400 6,389 9,290

経常利益 (百万円) 882 182 778

当期純利益 (百万円) 709 114 583

純資産額 (百万円) 7,326 7,060 4,623

総資産額 (百万円) 8,885 9,132 7,270



― 7 ―

第２ 【事業の状況】

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

当社グループの事業分野は、機械産業およびエレクトロニクス産業の世界的な成長に伴い、工作機械や半導体製造

装置向けをはじめとした幅広い業種において需要は着実に拡大するものと見ております。さらに、カーボンニュート

ラルの実現を目指した世界的な取り組みを背景に、機械装置の小型化・省力化を実現する製品群に対する需要も高ま

っており、成長性の高い事業分野であると考えております。

当社グループは、軸受等の重要機械要素の製造販売を通じて、お客様に信頼され、必要とされるグローバルカンパ

ニーへの発展を目指し、2024年４月から３年間の「ＩＫＯ中期経営計画2026 Connect for Growth ～Ｉ・Ｋ・Ｏで

つなぐ、革新の未来～」を始動いたしました。この計画では、当社の『強い領域』を集中的に強化し、収益力と効率

性をさらに向上させるとともに、『グローバル体制』の再構築を進めることで成長性を高め、長期ビジョン「ＩＫＯ

VISION 2030」の実現に繋げてまいります。これらの取り組みを通じて、環境、社会、ガバナンス（ESG）の面での責

任を果たし、SDGsの達成にも積極的に貢献していくことが当社グループの重要な使命です。

(1) 販売活動につきましては、「お客様から真っ先に相談していただける会社」を目指し、お客様が抱える問題や

ビジョンを深く理解した上で、その実現に向けたソリューション製品と技術サービスを提供してまいります。特

に、IoTやスマートファクトリーなど市場のニーズは高度化・多様化していますが、当社グループとしてはビジネ

スパートナーとの協業深化による高付加価値なトータルソリューションの提供のほか、これまで戦略プラットフ

ォームとして強化してきた、ベトナム・中国の海外生産子会社や、基幹業務システムの最大活用により収益性を

高めてまいります。また、従来とは異なる新しい形でＩＫＯブランドの高い技術力を発信し、グローバル市場で

の認知度向上に努め、より効率的・効果的に販売拡大できる体制を築いてまいります。

(2) 製品開発につきましては、IoT・ビッグデータ・AI・ロボット等、テクノロジーの進化による経済社会構造の変

革が進むなか、産学官のオープンイノベーションを推進し、新しい価値を社会に提供してまいります。同時に、

製品競争力強化のための人材育成および組織の最適化に取り組み、新成長領域への製品開発や、新ビジネスの企

画開発とともに知財戦略の強化も図ってまいります。営業部門・技術部門協同で世界各地域のニーズや課題を的

確にとらえ、当社グループの持つ高い技術力を駆使してお客様の視点に立った製品開発・市場開拓に取り組んで

まいります。

(3) 生産活動につきましては、全社販売戦略に確実かつタイムリーに対応できる生産供給力の実現に向け、工程改

善・自動化・新工法の確立に取り組み、生産改革を強力に推進してまいります。材料や部品等についても、最適

なグローバル調達を実施するほか、設計規格の見直しやモジュール化等、上流からの抜本的な改革にも着手し改

革の効果を高めてまいります。国内外生産拠点のそれぞれの利点を最大限に活かし、地産地消を含む最適地生産

や的確な役割分担により、品質・価格・納期それぞれの面で競争力の強化を図ってまいります。

(4) ESG（環境、社会、ガバナンス）につきましては、社会の信頼を得ながら、当社グループが引き続き発展するた

めには、法令遵守や社会課題解決に向けた取り組みも重要な経営課題のひとつとして捉えております。環境面で

は、当社グループは国際規格「ISO14001」に基づく保全活動の継続のほか、従来製品を環境軸で再定義した「Ｉ

ＫＯエコプロダクツ」の積極的な販売を進めることに加え、「オイル・ミニマム(Oil Minimum)」をキーワードと

した環境負荷低減製品の開発をさらに推進してまいります。気候変動への対応では、パリ協定に準拠した当社グ

ループの温室効果ガス排出量削減目標を掲げ、グループ全体での徹底した省エネルギー活動や積極的な再生可能

エネルギーの調達を継続するとともに、サプライチェーンとの連携をさらに強化し、カーボンニュートラルの実

現に貢献してまいります。また、当社グループは、2024年１月に「自然関連財務情報開示タスクフォース

(TNFD)」の早期採用者である「TNFD Adopter」に登録しております。気候変動と密接に関連する自然資本・生物

多様性の課題にも積極的に取り組むとともに、事業の持続性向上と非財務情報開示の更なる充実を図ってまいり

ます。

また、当社グループの価値創造の源泉である人材（人的資本）の高度化に向け、働きやすい環境づくりやダイ

バーシティ＆インクルージョンを推進するとともに、強固なガバナンス体制による公平で透明性の高い経営を目

指し、ステークホルダーへの情報開示やコミュニケーションの充実を図ってまいります。
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２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

(1) サステナビリティ基本方針と取り組み

① サステナビリティ基本方針

当社グループは、「社会に貢献する技術開発型企業」という経営理念の下、当社ブランドであるＩＫＯの理念に

込められた革新的で（Ｉnnovation）、高度な技術に立脚し（Ｋnow-how）、創造性に富む（Ｏriginality）企業活

動の推進により、当社グループの持続的成長と社会の持続可能性の両立を図ります。また、会社と当社グループの

全役職員が価値観を共有し、行動するための指針である「行動憲章」や「ＩＫＯグループマテリアリティ」の実践

を通じ、ステークホルダーの皆様との信頼関係の構築に努め、企業価値の向上と豊かな地球環境の実現、社会が求

める商品提供による持続可能な社会の発展に努めてまいります。

② サステナブル経営の推進体制と取り組み

当社グループは、サステナビリティ基本方針をもとにサステナブル経営を全社的かつ組織横断的に推進するた

め、代表取締役社長ＣＥＯを委員長とした「サステナビリティ委員会」を2022年１月に設置しました。当委員会

は、原則として半期に１回以上開催され、サステナビリティ推進体制の整備や各マテリアリティの取組課題に関す

るレビュー等を実施することにより、サステナブル経営を確実に推進し、企業価値の向上を目指しております。

サステナブル経営の推進にあたっては、経営理念である「社会に貢献する技術開発型企業」を基本とし、サステ

ナビリティ基本方針に沿って、様々な社会課題よりマテリアリティ（重要課題）を特定し、各種取り組みを進めて

おります。当該マテリアリティ（重要課題）の詳細については、当社ホームページに掲載の「統合報告書2025」39

頁～40頁をご参照ください。

（https://www.ikont.co.jp/ir/finance/pdf/integrated_report2025_p.pdf）

(2) 気候変動に対する取り組み（TCFD提言に基づく情報開示）

当社グループは、「気候変動」を重要な経営課題の一つとして認識しており、2023年１月に「気候関連財務情報

開示タスクフォース（TCFD）」提言に賛同を表明いたしました。当社グループでは、企業活動を通じて、持続的な

成長と社会の持続可能性の両立を実現するために、サステナブル経営を推進しており、様々な社会課題の中から特

定したＩＫＯグループマテリアリティの一つとして『豊かな地球環境の実現に向けた企業活動の推進』を掲げて気

候変動への対応に取り組んでおります。

TCFD提言に基づく情報開示の要旨は以下の通りです。詳細については、当社ホームページに掲載の「TCFD/TNFD

統合レポート」をご参照ください。

（https://www.ikont.co.jp/pdf/tcfdtnfdreport20260622.pdf）

① ガバナンス

当社グループは、2022年１月より代表取締役社長ＣＥＯを委員長とした社内取締役から構成される「サステナビ

リティ委員会」を設置しております。当委員会は、経営企画部、人事総務部を事務局として半期に１回以上開催さ

れ、気候関連および自然関連課題を含むサステナビリティにおける基本方針の策定と推進体制の整備、中長期的な

リスク・機会の特定とマテリアリティ・取組課題・移行計画の策定・見直し、実施状況の定期的なレビュー等を行

っております。また、その内容を半期に１回以上取締役会に報告しており、取締役会はグループ全体のサステナビ

リティ課題におけるリスク・機会および中長期目標に関する取り組みの進捗状況の監督・助言を行う仕組みとして

おります。さらに、役員報酬への温室効果ガス排出削減量の導入を決定しており、サステナビリティ課題の達成に

よる中長期視点での企業価値増大に寄与する経営体制の強化を進めております。サプライチェーン全体への働きか

けについては、サステナビリティ委員会・環境委員会の事務局を中心に、各サプライヤーの窓口となる部門と連携

し取り組みを行う体制としております。当社グループは、気候変動対策など環境への取り組みをサステナブル経営

における重要課題と位置付け、本推進体制のもと、各部門での取り組みの強化を図っております。

② 戦略

当社グループでは、TCFD提言で示された各リスク・機会の項目を参考に、気候変動問題が当社グループの事業に

及ぼすリスク・機会に関して、①リスク・機会の特定と評価、②シナリオ群の定義、③財務インパクト評価、④対

応策の検討の４段階のステップで検討いたしました。また、1.5℃～２℃シナリオと４℃シナリオを用いて、政策

や市場動向の移行（移行リスク・機会）に関する分析と、災害などによる物理的変化（物理的リスク・機会）に関

する分析を実施しました。主なリスク・機会のインパクトと対応策は、次のとおりです。
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リスク・機会 要因 事業への影響 時間軸
財務

インパクト
対応策

移

行

リ

ス

ク

政策・規制
炭素税の導入・

炭素税率の上昇

・炭素税の負担費用の増加
中期～

長期
中

・再生可能エネルギーの導入

・省エネルギー設備の導入

・カーボンフットプリント算定による低炭素

製品開発

・炭素税導入に伴う原材料価格の

高騰

中期～

長期
大

・低炭素材料/部品の購入

・サプライヤーとの協業による新たな低炭素

材料の開発

技術

低炭素設備の導入
・最新技術を用いた設備への投資

費用増加
中期 中

・ICP(インターナルカーボンプライシング)

導入による投資促進を検討

再生可能エネルギー

の普及

・短期的な発電コスト高騰による

電力購入コストの上昇

短期～

中期
中

・社内外の敷地における太陽光発電所の建設

および導入計画の策定と実施

・「追加性」を中心とした様々な調達方法に

よる、各事業所で使用するエネルギーの

100％再エネ化の実現

市場 顧客需要の変化
・カーボンネガティブ事業の需要

減少
中期 大

・低炭素貢献製品へのシフト

・製品の長寿命化の追求

・需要の多様化に応える対応レベルの向上

評判
気候変動対応への

遅れ

・気候変動対策および情報開示不

足による欧米向けの売上減少

短期～

中期
大

・気候変動対策の確実な実施と情報開示の

充実

物

理

的

リ

ス

ク

慢性

平均気温の上昇

・労働環境の悪化による従業員の

生産性低下
長期 大 ・休憩室の拡充、局所冷風機の設置

・熱処理・表面処理工程における

空調使用増加に伴う電力コスト

の増加

中期～

長期
中

・省エネルギー空調設備の導入

・設備総合効率の向上

海面の上昇

・自社製造拠点の被災による生産

能力の低下（ベトナム・中国の

生産拠点）

中期～

長期
大 ・各工場におけるBCP策定/継続的な見直し

・主要サプライヤー被災による操

業度低下

中期～

長期
大

・サプライヤーの拡充

・各サプライヤーにおけるBCP策定/継続的な

見直し

・工場移転費用の増加（ベトナ

ム・中国の生産拠点）

中期～

長期
大 ・災害対策への投資促進

急性 異常気象の激甚化

・洪水による自社生産拠点損壊に

伴う生産能力の低下、設備損壊

に伴う対応費用の増加（国内生

産拠点）

中期～

長期
大

・ハザードマップの定期的な確認とBCPの

見直し

・災害対策への投資促進

機

会

資源効率

未利用資源の価値化

・滞留在庫の削減、レール端材の

再利用による廃棄物処理コスト

の削減

短期～

中期
中

・需要予測精度の向上

・再利用率の向上に向けたオペレーションの

見直し

CO2排出量削減 ・炭素税の負担費用の低減
中期～

長期
中

・再生可能エネルギーの導入

・省エネルギー設備の導入

エネルギー源
再生可能エネルギー

の普及

・長期的な発電コスト低減による

電力購入コストの低減
長期 中

・様々な調達方法による、再生可能エネルギ

ー調達の実施

製品と

サービス

脱炭素社会への移行

貢献

・低摩擦で壊れにくいベアリング

の需要増加

・「オイル・ミニマム」製品の需

要増加

・お客様にあわせたカスタマイズ

需要の増加

中期 大

・効率生産に向けた需要予測精度の向上と、

生産リードタイム改善による納期短縮

・「オイル・ミニマム」機能を徹底的に追求

した製品開発

市場

電動化の促進

・メカトロ製品やメカユニット製

品の需要増加

・駆動部品増加に伴うベアリング

の需要増加

短期～

中期
大

・パートナー企業と連携した生産対応力の

強化

・新工場建設も含めたグローバル生産体制の

強化

EV、蓄電池市場の

拡大

・直動案内機器、液晶潤滑剤の

需要増加

短期～

中期
大

・将来の需要拡大に向けた生産能力の増強

・新工場建設も含めたグローバル生産体制の

強化

レジリエンス
BCP対応製品の

拡大

・災害対策機器における当社製品

の需要増加

中期～

長期
大 ・高剛性、高品質の徹底的な追求

（注） １ 想定時期 短期：～2026年度／中期：2027年度～2030年度／長期：2031年度～2050年度

２ リスク・機会の財務インパクト評価は、公表されている報告書や専門家のアドバイス等を参考に、売上ま

たは利益にもたらす影響を定性と定量の両面より評価し、大中小の３段階に分類しました。
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③ リスク管理

1）気候関連リスクを識別・評価するプロセス

サステナビリティ委員会では、特定した「ＩＫＯグループマテリアリティ」に含まれる気候変動に関して、当

社グループの持続的な企業活動に対するリスクの特定と影響について審議を行い、その内容を半期に１回取締役

会に報告しております。また、気候変動リスクを含む事業運営上において発生しうるあらゆるリスクの予防、発

見、是正、再発防止に係る管理体制の整備と、発生したリスクへの対応指針を決定するために、代表取締役社長

ＣＥＯを含む社内取締役および常勤監査等委員にて構成される「リスク管理委員会」を設置し、リスクマネジメ

ント体制を構築しております。

2）気候関連リスクを管理するプロセス

「リスク管理委員会」は、「リスク管理規程」に基づき、年度毎に実施しているリスクアセスメント結果によ

りリスクのコントロールの方向性を明確にし、気候変動リスクを含む特定されたリスク項目毎に、関連する対応

部署または対応組織（委員会・会議体など）を定めて、リスク対応を行っております。また、３年ごとに大規模

なリスクアセスメントを実施し、リスク対応の優先順位付けおよび対策を実施すべきリスクの特定など、大幅な

見直しを行っております。具体的には、現行のリスク対策状況を基に、継続して認識すべきリスクおよび新たに

認識したリスクについて明確にし、そのリスクが発生する可能性（確率）、そのリスクが発生した場合に企業価

値に及ぼす影響度、およびそのリスクへの対応状況の程度を評価し、優先して取り組むべきリスクの特定・対応

を行っております。

なお、気候変動に係る移行・物理的リスクとして抽出した項目については、「緊急度」と当社グループに対す

る「財務インパクト」を３段階で評価したうえ、２軸でマッピングを行い「緊急度」と「財務インパクト」の積

である「重要レベル」によって評価を行っています。また、各項目の対応策は、それらの「難度レベル」を「高

（1.0）・中（2.0）・低（3.0）」の３段階で評価し、「重要レベル」と「難度レベル」の積である「優先レベ

ル」によって各対応策の優先度を評価しております。

3）気候関連リスクの全社的リスク管理への統合プロセス

原則として、半期に1回「リスク管理委員会」を開催し、各リスク項目への対応状況に関する報告内容を評価

し、気候変動に係るリスクを含む組織全体のリスク管理に関する重要な意思決定を行うとともに、審議内容につ

いては取締役会に報告しております。

④ 指標と目標

当社グループでは、気候関連問題が経営に及ぼす影響を評価・管理する目的で、GHGプロトコルの基準に基づき

温室効果ガス排出量の算定を実施しております。また、当社グループの2030年度における温室効果ガス排出量削減

目標は、2024年10月にSBT(Science Based Targets)認定を取得しており、パリ協定にて示された目標水準に準拠し

た非常に高い目標値としております。具体的には、Scope１,２削減目標では、2022年度を基準とし42％以上の削

減、Scope３削減目標では、カテゴリ１について2022年度を基準とし25％以上の削減を目標としています。さらに、

2050年度までには、全てのScopeにおいてカーボンニュートラルを目指して取り組みを進めております。特に、

2030年度の目標の達成に向けては、最終年度までに当社グループで使用する電力の約50％を再生可能エネルギーに

転換することをターゲットとしています。

なお、当社グループにおける2025年度の温室効果ガス排出量は、Scope１は2,745t-CO2、Scope２は18,887t-CO2、

Scope３は222,051t-CO2であります。

今後も、さらなる算定精度の向上を図るとともに、2050年度のカーボンニュートラルに向けて、サプライチェー

ン全体での排出量削減の取り組みを強化してまいります。
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(3) 人的資本に関する取り組み

① 多様性確保を含む人材育成方針

1）人材戦略についての考え方

当社グループは、「社会に貢献する技術開発型企業」の経営理念に基づき、社会、お客様の課題解決が持続的

な企業価値向上に繋がると捉えております。そのためには、社会、お客様から信用・信頼される企業であり続け

ることが必要不可欠であり、それを支える誠実、真面目な社風と人材（人的資本）が当社グループの価値創造の

源泉であると位置づけております。そのような強みに立脚した上で、さらなる人的資本の高度化を通じた企業価

値向上を目指します。具体的には、「人材開発」「適材配置」「多様性」を人事戦略の三本柱として掲げ、人と

社会の幸せを追求する行動を実践し、それを通じて夢や志を実現するプロフェッショナル集団となるべく、人事

制度改革に積極的に取り組んでいきます。

2）教育活動を通じた人材育成

当社は高いリテンションを強みとした中長期視点での人材育成を志向しており、『経験に勝る育成は無し』を

人材育成の理念に据えて社員一人ひとりが様々な経験を得られるような施策に取り組んでいます。具体的には

OJTを人材育成の柱としており、当社の誠実、真面目な社風を体現する職場環境の中で、個別に丁寧に寄り添っ

た教育体制を整備することで着実な成長を促しています。また、当社の特徴でもある『社会、お客様の課題解

決』を最優先事項とする業務特性から、社員一人ひとりが日々の課題克服を通じて成長速度を加速しています。

加えて、Off-JTによる各種の階層別教育を実施しており、リーダー層育成に努めるとともに、部門ごとの実践的

な研修活動も実施しています。また、社員の『自律性』の観点から自己啓発支援にも注力しています。当社では

公的資格の奨励制度や技能検定等の国家資格の取得奨励を推進しており、多くの資格保有者を毎年輩出していま

す。これにより、社会やお客様の課題を解決できる提案力や技術対応力を培うことができています。

3）ダイバーシティ＆インクルージョンに対する基本方針と取り組み

当社グループは、人材の登用等における多様性を確保し、偏った思考に陥ることを防ぎ、利益を永続的に生み

出していくことが必須の取り組みと考えております。そのため、ジェンダー等の多様性やスキルなど複数の視点

から企業価値を高めることができるよう、ダイバーシティ＆インクルージョン（以下、D&I）への積極的な取り

組みを推進し、社員一人ひとりがやりがいを持って主体的に働けるよう環境の整備に努めてまいります。その上

で、多様化する社会ニーズに対応するために、人材の多様性確保を重要課題として、性別、年齢、国籍、職歴等

に関わらずあらゆる人材に対し、能力開発およびキャリアアップの機会を公平に提供することを基本として、そ

れぞれの働き方に合わせ、自身の目指すキャリアに応じた社員の支援ができるよう積極的な施策を講じることで

人材の育成に取り組んでまいります。

当社では、D&Iに対する基本方針に基づき、採用や人材登用に関しても多様性の確保を進めております。当社

は製造業とりわけ機械産業という性質上、男性社員比率が高い傾向にあります。そのような状況を打破するため

に、採用活動において女性対象の会社説明会などの工夫により、近年では一定比率の女性採用を継続しておりま

す。その結果、着実に全社員ならびに中核人材の女性比率が向上しております。今後もこのような活動を継続す

るとともに、育児支援の取り組み強化を組み合わせて、中核人材への女性登用の促進を含めた人材の多様性確保

を目指してまいります。

4）多様性の確保を含む人材育成方針に対する指標と目標

指標 ：正社員の採用者に占める女性比率および管理職以上の女性人数

目標１：正社員の採用者に占める女性比率を安定して20％以上とする。

（計画期間：2025年４月１日～2030年３月31日）

2025年4月～ 女性優先の会社説明会もしくはインターンシップを２回/年以上実施する。

2026年4月～ 求職者に対して、女性が活躍できる職場であることについての積極的広報活動を実施する。

目標２：管理職以上の女性を2022年３月比で５倍以上（2025年３月比約1.7倍以上）にする。

（計画期間：2025年４月１日～2030年３月31日）

2025年４月～ 経営層を対象に、女性活躍に関する意見交換を実施する。

2026年４月～ 管理職養成のための研修カリキュラムの検討を行う。

2027年４月～ 管理職候補の女性を対象として研修を実施する。

2028年４月～ 管理職候補の女性社員を対象とした、キャリアプランに対する面談を実施する。
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② 社内環境整備方針

1）エンゲージメント

当社では多様性に関する人材目標をD&Iに限定せず『国籍・性別・年齢を問わず、価値を認め合う企業風土を

醸成し、全社員がやりがいを感じ、変革を求める人材集団』と位置付けており、部門や国籍を超えた協業体制の

構築とエンゲージメント向上を目指して取り組みを進捗しています。特に中長期的目線での人材育成を志向する

当社にとってエンゲージメントは重要事項と捉えており、その実現には従業員が安心して働くことができる環境

が必要不可欠と考えています。従業員の安心感の醸成にあたり、福利厚生を重要事項と捉えて、住宅関係や食事

の補助等、従業員満足度を高めるとともに、労働組合との良好な協調関係を基盤に、各種制度の充実に注力して

います。それに加えて、自己申告制度や目標管理制度を活用した面談を通じて、個人個人の成長意欲の醸成、キ

ャリアプランの実現を通して、従業員のエンゲージメント向上を図っています。これら取り組みだけでなく今後

はエンゲージメント測定を実施し、現状を把握することで、従業員の価値創造力や組織力をさらに向上させるこ

とを目指します。

2）次世代リーダーの育成・輩出

各種育成施策を着実に実行する一方で、これら施策の人材マネジメント全体として有機的な連動性には課題が

あると考えています。このことから「ＩＫＯ中期経営計画2026」では、より中長期且つグローバル視点での『次

世代リーダー』の育成・輩出を目指して人材開発機能の強化に取り組みます。具体的には、『求める人材像』を

定義し、その基盤のもとで戦略的人事ローテーションやグローバル人材育成施策の実施、また業務を抜本的に改

革し新たな価値を創造できるDX人材の育成にも努めます。

3）育児と仕事の両立支援

当社では多様化する社会ニーズに対応するために人材の多様性確保を重要課題として、性別、年齢、国籍、職

歴などにかかわらず、全ての人材に対し公平な能力開発の機会を提供することを基本方針とし、それぞれの働き

方に合わせた支援策を講じることで人材の育成に取り組んでいます。特に育児に伴うキャリア断絶の防止には注

力しており、育児休業取得者の所属部署と人事部門とで密に連携し、個別の悩みにも可能な限り対応することで

育児と仕事との両立を支援しています。今後もこのような活動を継続するとともに、育児支援の取り組み強化を

組み合わせて、中核人材への女性登用促進を含めた人材の多様性確保を目指してまいります。

4）社内環境整備方針に対する指標と目標

指標：男性・女性それぞれの育児休業取得率

目標：男性・女性それぞれの育児休業取得率を85%以上にする。

（計画期間2025年４月１日～2030年３月31日）

2025年７月～ 社内報にて会社の育児休業等の支援制度の周知を実施する。

2025年９月～ 育児休業等の制度についての制度概要説明資料を改定し、周知する。

2026年３月～ 育児休業等の取得状況を確認し、取得事例を社員に紹介する。

2026年４月～ 上記取り組みを継続する。

なお、人的資本に関する取り組みにつきましては、当社グループとして取り組みを推進しておりますが、必ず

しも当社グループに属する全ての会社では行われておらず、かつ当社グループ全体での定量的な指標の把握が難

しいことから、上記「人的資本に関する取り組み」の記載は提出会社単体での指標ならびに目標としておりま

す。
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３ 【事業等のリスク】

当社グループの事業展開上、経営成績および財政状態に影響をおよぼす可能性のあるリスクには、以下のようなも

のがあります。当社グループは、これらリスク発生の可能性を認識した上で、発生の予防および発生した場合の対応

に努める方針であります。

なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものでありま

す。

(1) 市場環境

当社グループの製品は、国内外のエレクトロニクス関連機器、工作機械、自動車・自動二輪車をはじめ、ロボッ

ト、建設機械や一般産業機械等の幅広い分野で使用されておりますが、その中でも特に半導体製造装置や電子部品

実装機等のエレクトロニクス関連機器向け、工作機械向けなど、特定産業分野への売上比率が相対的に高くなって

おります。他業種向けの販売拡大に努め、売上比率の高い分野の需要変動による影響の緩和を図っておりますが、

特定産業分野における急激な需要の縮小は、当社グループの経営成績および財政状態に悪影響をおよぼす可能性が

あります。また、日本、北米、欧州、アジアを含む当社グループの主要市場における景気後退およびそれに伴う需

要の縮小は、当社グループの経営成績および財政状態に影響をおよぼす可能性があります。

(2) 為替変動

当社グループは、北米、欧州、アジアをはじめとした世界市場へ製品の販売を行っております。そのため、為替

予約等により為替相場の変動リスクをヘッジしておりますが、そのリスクを全て排除することは不可能でありま

す。また、米国、オランダ、中国およびタイ王国等の海外連結子会社における売上、費用、資産を含む外貨建て項

目は、連結財務諸表作成のために円貨換算しており、為替相場の変動の影響があります。

(3) 海外における事業活動

当社グループは、海外市場における事業比率が高まってきているため、海外諸国の法律、規制等の変更や、政

治、経済等の混乱等により、事業活動に影響をおよぼす可能性があります。

(4) 製品開発

当社グループが生産・販売する製品は、販売戦略の根幹である「お客様に密着した提案型営業活動」により収集

されたお客様ニーズを反映させた製品であり、競合他社製品との差別化を図った製品を多数開発し、市場に投入し

ております。しかしながら、品質、性能の優位性よりも廉価な類似製品に需要が傾斜した場合、当社グループ製品

の付加価値に見合った販売価格の設定が困難になる恐れがあります。

(5) 生産体制等

当社グループは、常に変化する国内外市場の需要と短納期化の要請に応えるため、資材、生産設備等の先行投資

が不可欠であると考えております。従いまして、お客様からの需要の変化に柔軟に対応できる生産体制の維持・改

善に努めておりますが、予想を超える短期間での需要の変化は、供給の遅延やコストの増加を招く恐れがありま

す。また、当社グループは、製品の製造に使用する原材料や部品を外部より調達しております。これら原材料等

は、市況の変化による価格の高騰や品不足、供給元の生産能力不足や火災、倒産、自然災害等の理由により原材料

等の調達に支障を来す可能性があります。その場合、当社グループの経営成績は、製品の製造原価の上昇や生産停

止等により悪影響を受けることがあります。

(6) 製品品質の維持

当社グループ製品の品質管理は、品質管理システムをもとに万全を期して行っております。しかしながら、原材

料・製造工程・品質管理等の原因により出荷不能な製品やお客様からのクレームが発生した場合には、賠償責任等

により当社グループの経営成績に影響をおよぼす可能性があります。

(7) 取引先の債務不履行

取引先の信用状況については、販売部門等を中心に常日頃から情報収集の体制を築いておりますが、環境の変化

等によって予測していない不良債権や貸倒れが発生するリスクは常に存在しております。景気後退や競争激化の影

響を受け、国内外を問わず取引先の債務不履行等が生じた場合に、当社グループの経営成績および財政状態に悪影

響をおよぼす可能性があります。
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(8) 知的財産権の侵害

当社グループが保有する技術については、特許権等の知的財産権として取得することにより技術の保全を図って

おりますが、他社から当社グループの知的財産権が侵害される可能性があり、当社グループの事業活動に影響をお

よぼす可能性があります。

(9) 環境問題

当社グループは、「環境方針」を制定し、環境問題への取り組みを行っているとともに、省エネルギー製品の開

発等、環境負荷の低減に努めております。また、当社グループは、環境マネジメントシステムの国際規格である

「ISO14001」の認証を取得するとともに、国内外の法令を遵守することはもちろんのこと、欧州のELV指令やRoHS

指令に代表される様々な規制にも対応しております。しかしながら、予期せぬ事情により将来において環境問題が

発生した場合、対策費用が発生し、当社グループの経営成績に悪影響をおよぼす可能性があります。

(10) 情報セキュリティ

当社グループでは、事業遂行に関連し多くの重要情報や個人情報を入手することがあります。これらの情報の外

部への流出防止・目的以外への流用等が起こらないようセキュリティ対策の強化を図るとともに、情報セキュリテ

ィ基本方針・個人情報保護方針を定め、周知徹底および運用を行っております。しかしながら、コンピュータウイ

ルス、不正アクセスやサイバー攻撃等による予期せぬ事態によりこれらの情報の外部流出・棄損・改ざん等の事故

が発生した場合は、生産や業務の停止、社会的信用の低下や対策費用の発生等、当社グループの経営成績に悪影響

をおよぼす可能性があります。

(11) 棚卸資産の評価

当社グループは、棚卸資産を主に総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)にて評価してお

ります。

当社グループでは、ユーザーニーズに迅速に対応するために、将来の販売予測に基づいて多品種・少ロットの棚

卸資産を計画生産しております。これらの棚卸資産は、保有期間が長期化するに伴い、販売および消費可能性が低

下することが想定されることから、入庫日から一年を超えて経過しているものを滞留在庫として評価減の対象とし

ております。当該滞留在庫の評価を適切に反映するために、在庫区分、品目区分、標準・特殊といった複数の区分

からの滞留状況の調査、過去の販売と消費の実態を勘案した将来の消費可能性の検討を行い、設定した評価率に基

づき滞留在庫に対する評価減を行っております。

評価減の認識および測定にあたっては慎重に検討しておりますが、事業計画や市場環境の変化により、その見積

りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、当社グループの財政状態および経営成績に悪影響を与える可能性

があります。

(12) 大規模災害等の発生

当社グループの生産拠点および当社グループ取引先の事業拠点において、地震、洪水、火災、雪害等の大規模自

然災害やその他の災害が発生した場合、生産設備や製品、仕掛品等の破損により、生産機能が低下または停止し、

業績に影響をおよぼす可能性があります。また、テロ攻撃・戦争による政治情勢の変化や感染症蔓延などの社会的

混乱により物的・人的被害を受けた場合、当社グループの生産・販売活動に悪影響がおよぶ可能性があります。

特に、当社グループの主な生産拠点は、岐阜県内に集中しているため、万が一、当該地域で大規模な震災、水害

またはその他の災害等が発生した場合、当社グループの経営成績および財政状態に悪影響をおよぼす可能性があり

ます。

以上のような様々なリスクが存在しておりますが、ここに記載したリスクが当社グループの全てのリスクではあ

りません。



― 15 ―

４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績

当連結会計年度における経済情勢は、米国の通商政策を巡る影響や中東情勢の緊迫化等により不透明な状況は継

続したものの、各国の経済政策や堅調な設備投資需要を背景に、緩やかな回復基調で推移しました。

このような情勢のもと、当社グループは「強い領域」の集中強化と「グローバル」体制の再構築を基本方針とす

る「ＩＫＯ中期経営計画2026 Connect for Growth ～Ｉ・Ｋ・Ｏでつなぐ、革新の未来～」の２年目を迎え、当社

の強みを活かした各種施策を推進しました。2025年８月には、販売子会社である「艾克欧東晟商貿（上海）有限公

司」内に「Ｒ＆Ｄセンター中国」を開設し、中国市場における技術開発およびお客様への迅速な対応力の一層の強

化を図りました。また同年10月には、長期的な成長を目指したグローバル戦略の具体化を図るため、本部制を導入

した組織体制に再編し、意思決定の迅速化や主要機能の専門性向上を図るとともに、新たな収益機会の創出に取り

組みました。

販売面につきましては、国内外の展示会への出展に加え、顧客事業所内でのセミナーやミニ展示会を積極的に開

催するなど、既存顧客との取引深耕や新規市場・顧客の開拓に取り組みました。

製品開発面につきましては、高い負荷容量とロングストロークを兼ね備えた『ラック＆ピニオン内蔵形クロスロ

ーラウェイＣＲＷＧ…Ｖ』や、従来品と比較して60％以上の軽量化を実現した『軽量形クロスローラベアリングＬ

ＣＲＢ』、新設計エンジンを搭載した低断面で高推力のリニアモータテーブル『ナノリニアＮＴ100Ｖ』など11品目

の新製品を発表し、お客様ニーズに即した高付加価値製品の充実を図りました。

生産面につきましては、即応力のあるグローバル生産体制の構築を目指して、国内外拠点における生産機能の整

備・最適化や工程の自動化を推進するなど、生産効率の向上に取り組みました。

当社グループの営業状況をみますと、国内市場においては、半導体製造装置や実装機等のエレクトロニクス関連

機器向けや工作機械向け等の需要が増加し、売上高は増加しました。北米地域では、ロボットや各種医療機器等の

一般産業機械向けの需要が増加し、売上高は増加しました。欧州地域では、市販向け等の需要が回復したことや為

替の円安効果により、売上高は増加しました。中国では、半導体関連需要の増加や大口の設備投資案件が寄与し、

売上高は増加しました。その他地域では、シンガポールや台湾等を中心に売上高は増加しました。

これらの結果、当連結会計年度の売上高は63,031百万円(前期比15.9％増)となりました。収益面につきましては、

増収・増産効果等により営業利益は4,102百万円(前期比249.6％増)、経常利益は5,162百万円(前期比262.9％増)、

親会社株主に帰属する当期純利益は4,069百万円(前期比626.8％増)となりました。

また、当連結会計年度における針状ころ軸受および直動案内機器等(以下「軸受等」)の生産高(平均販売価格によ

る)は52,369百万円(前期比13.5％増)となり、軸受等ならびに諸機械部品の受注高は72,503百万円(前期比29.8％増)

となりました。

セグメントについて、当社グループは、軸受等ならびに諸機械部品の製造販売を主な単一の事業として運営して

いるため、事業の種類別セグメントおよび事業部門は一括して記載しております。なお、部門別売上高では、軸受

等は56,533百万円(前期比17.9％増)、諸機械部品は6,497百万円(前期比1.2％増)となりました。

部門別売上高 （単位：百万円）

区 分

前連結会計年度 当連結会計年度

比 較 増 減(自 2024年４月１日 (自 2025年４月１日

至 2025年３月31日) 至 2026年３月31日)

金額 比率 金額 比率 金額 伸び率

％ ％ ％

軸受等 47,966 88.2 56,533 89.7 8,567 17.9

諸機械部品 6,417 11.8 6,497 10.3 79 1.2

売上高合計 54,384 100.0 63,031 100.0 8,646 15.9
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(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識および分析・検討内容は次のとおりでありま

す。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

① 経営成績の分析

売上高は、国内外ともに半導体製造装置等のエレクトロニクス関連向けを中心に、工作機械、一般産業機械向

けなど、幅広い分野で需要が回復し、前連結会計年度に比べ15.9％増の63,031百万円となりました。部門別にみ

ると、軸受等は半導体製造装置や実装機等のエレクトロニクス関連機器や市販向け等が増加し56,533百万円(前期

比17.9％増)となり、諸機械部品は、精密機械向けが減少したものの、エレクトロニクス関連機器向け等が増加し

6,497百万円(前期比1.2％増)となりました。また、国内・海外に分けてみますと、国内売上高は半導体製造装置

や実装機等のエレクトロニクス関連機器や工作機械向け等の需要が増加し、前連結会計年度26,916百万円に対し

て6.0％増の28,527百万円となりました。海外売上高は、米州ではロボットや各種医療機器等の一般産業機械向け

の需要が増加し、売上高が増加しました。欧州では市販向け等の需要回復や為替の円安効果により売上高が増加

しました。中国では半導体関連需要の増加や大口の設備投資案件が寄与し、売上高は増加しました。その他地域

ではシンガポールや台湾向け等を中心に売上高は増加しました。結果として前連結会計年度27,467百万円に対し

て25.6％増の34,504百万円となりました。なお、海外売上高比率は54.7％と前連結会計年度より4.2ポイント上昇

しました。

売上原価は、前連結会計年度より5,151百万円増加し42,832百万円となりました。売上高に対する売上原価の比

率は、前連結会計年度より1.3ポイント減少して68.0％となりました。

売上総利益は、増収・増産効果等により20,198百万円(前期比20.9％増)となりました。

販売費及び一般管理費は、人件費等の増加により、前連結会計年度に比べ565百万円増の16,095百万円となりま

した。これらの結果、営業利益は4,102百万円(前期比249.6％増)となりました。

営業外損益は為替差益の計上等で1,059百万円のプラスとなり、経常利益は5,162百万円(前期比262.9％増)とな

りました。特別損益は投資有価証券売却益の計上があったものの、減損損失等の計上により409百万円のマイナス

となり、税金等調整前当期純利益は4,752百万円(前期比145.1％増)となりました。

法人税等および法人税等調整額は、あわせて683百万円を計上しました。税金等調整前当期純利益から法人税等

および法人税等調整額を差し引いた親会社株主に帰属する当期純利益は4,069百万円(前期比626.8％増)となりま

した。その結果、１株当たり当期純利益は58.51円(前期は１株当たり当期純利益8.11円)、自己資本当期純利益率

(ＲＯＥ)は前連結会計年度に比べ4.4ポイント上昇し5.1％となりました。

なお、１株当たり当期純利益の算定に用いられた「普通株式の期中平均株式数」の算出に当たり、「役員向け

株式交付信託」および「従業員持株ＥＳＯＰ信託」が所有する当社株式数を、控除する自己株式数に含めており

ます。

また、当連結会計年度より未実現損益の消去方法を変更しており、前連結会計年度の関連する数値については、

当該会計方針の変更を反映した遡及修正後の数値を記載しております。

② 財政状態の分析

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ4,352百万円増加し125,459百万円となりました。こ

れは主に、現金及び預金568百万円、受取手形及び売掛金3,169百万円、投資有価証券3,286百万円、退職給付に係

る資産724百万円等の増加と、棚卸資産3,985百万円等の減少によるものであります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,759百万円減少し42,274百万円となりました。これは主に、未払法人税

等703百万円、繰延税金負債390百万円、未払費用304百万円、工場閉鎖損失引当金413百万円等の増加と、長期借

入金4,647百万円等の減少によるものであります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ7,112百万円増加し83,184百万円となりました。これは主に、利益剰余

金2,413百万円、その他有価証券評価差額金2,163百万円、為替換算調整勘定2,162百万円の増加等によるものであ

ります。この結果、自己資本比率は66.2％、１株当たり純資産額は1,191円となりました。

なお、１株当たり純資産額の算定に用いられた「期末の普通株式の数」の算出に当たり、「役員向け株式交付

信託」および「従業員持株ＥＳＯＰ信託」が所有する当社株式数を、控除する自己株式数に含めております。
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③ 資本の財源および資金の流動性についての分析

1) キャッシュ・フローの分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は22,968百万円となり、前連結会計年度末に比べ290百万円増加

しました。

営業活動の結果得られた資金は、9,479百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益4,752百万

円、減価償却費3,217百万円、棚卸資産の減少額5,246百万円等による収入項目と、売上債権の増加額2,638百万

円、法人税等の支払額567百万円等の支出項目との差額によるものであります。

投資活動の結果使用した資金は、3,725百万円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入1,470百

万円等による収入項目と、定期預金の預入による支出1,613百万円、有形固定資産の取得による支出3,256百万円

等の支出項目との差額によるものであります。

財務活動の結果使用した資金は、6,197百万円となりました。これは主に、長期借入れによる収入3,018百万円

等による収入項目と、長期借入金の返済による支出7,665百万円、配当金の支払額1,665百万円等の支出項目との

差額によるものであります。

2) 主な資本の財源

当社グループの主な資本の財源は、自己資金、金融機関からの借入および社債の発行であります。資金需要は、

運転資金、設備資金および借入金の返済等であります。

④ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成しており

ます。重要な会計方針については、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載しております。

また、連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積りのうち、特に重要なものについては、「第５ 経

理の状況 １ 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載しております。

５ 【重要な契約等】

該当事項はありません。

６ 【研究開発活動】

当社グループは、「社会に貢献する技術開発型企業」を経営理念として掲げ、軸受等の重要な機械要素の製造・販

売を通じて広く社会に貢献し、社会の信頼を得ながら発展する国際企業を目指しております。また、お客様ニーズに

即した高付加価値製品の開発を使命として、当社のブランドであるＩＫＯが意味するところの、常に当社の製品が、

革新的で(Ｉnnovation)、高度な技術に立脚し(Ｋnow-how)、そして創造性に富む(Ｏriginality)製品であるよう、全

社を挙げて取り組んでおります。

現在、研究開発は、製品開発センター、技術センターおよび生産技術部が中心となって、製品開発、素材研究等を

推進しております。IoT・ビッグデータ・AI・ロボット等、テクノロジーの進化による経済社会構造の変革が進むな

か、産学官のオープンイノベーションを推進し、新しい価値を社会に提供してまいります。同時に、製品競争力強化

のための人材育成および組織の最適化に取り組み、新成長領域への製品開発や、新ビジネスの企画開発とともに知財

戦略の強化も図ってまいります。営業部門・技術部門協同で世界各地域のニーズや課題を的確にとらえ、当社グルー

プの持つ高い技術力を駆使してお客様の視点に立った製品開発・市場開拓に取り組んでまいります。

当連結会計年度における研究開発費は、軸受等の新製品開発や素材研究、製造技術研究等を中心に1,822百万円で

ありました。

なお、当社グループは、軸受等ならびに諸機械部品の製造・販売事業の単一セグメントであるため、セグメント情

報の記載を省略しております。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当社グループの設備投資につきましては、国内工場や海外生産子会社のIKO THOMPSON VIETNAM CO.,LTD.および優

必勝(蘇州)軸承有限公司における生産能力の増強および生産効率の向上、機械装置の更新等を目的として、総額

3,115百万円の設備投資を行いました。

所要資金については、自己資金および社債、借入等により賄っております。

なお、当社グループは、軸受等ならびに諸機械部品の製造・販売事業の単一セグメントであるため、セグメント情

報の記載を省略しております。

２ 【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

なお、当社グループは、軸受等ならびに諸機械部品の製造・販売事業の単一セグメントであるため、セグメント情

報の記載を省略しております。

(1) 提出会社

2026年３月31日現在

事業所名
(所在地)

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名)建物

及び構築物
機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡)

その他 合計

岐阜製作所
(岐阜県美濃市)

軸受等生産設備 3,553 8,879
2,626

(481,703)
1,388 16,447

649
[268］

中部支社
(名古屋市中川区)
外19ヵ所

軸受等販売設備 17 ―
65

(1,348)
7 90 212

開発研究所
(神奈川県鎌倉市)

研究開発用設備 1 3
1

(460)
72 78 8

本社
(東京都港区)

その他設備 1,772 139
100
(737)

191 2,203 161

(注) １ 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、リース資産および建設仮勘定の合計であります。

２ 上表には、貸与中のものが土地71百万円(62,164㎡)および機械装置及び運搬具、工具、器具及び備品等

1,731百万円含まれております。

３ 土地および建物及び構築物の一部を賃借しております。年間賃借料は311百万円であります。

４ 「従業員数」欄の[外書]は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

(2) 国内子会社

2026年３月31日現在

子会社名
事業所名
(所在地)

設備の
内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名)建物

及び構築物
機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡)

その他 合計

日本ディック㈱
本社外

(名古屋市
中区)

軸受等・
機械部品
販売設備

57 ―
57

(553)
3 119 33

(注) １ 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であります。

２ 土地の一部を賃借しております。年間賃借料は11百万円であります。
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(3) 在外子会社

2026年３月31日現在

子会社名
事業所名
(所在地)

設備の
内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名)建物

及び構築物
機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡)

その他 合計

IKO THOMPSON
VIETNAM CO.,LTD.

本社
(ベトナム

ハイフォン市)

軸受等
生産設備

1,525 1,807
―

(77,131)
69 3,402 1,174

(注) １ 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品および建設仮勘定の合計であります。

２ 土地の使用権を賃借しております。

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

当社グループの設備投資計画については、生産計画、需要予測等を総合的に勘案して、主に提出会社が行ってお

ります。

なお、当社グループは、軸受等ならびに諸機械部品の製造・販売事業の単一セグメントであるため、セグメント

情報の記載を省略しております。

当連結会計年度末における重要な設備の新設計画は、次のとおりであります。

会社名
事業所名
(所在地)

設備の
内容

投資予定金額
資金調達
方法

着手および完了
予定年月

目的
総額

(百万円)
既支払額
(百万円)

着手 完了

日本トムソン㈱
岐阜製作所外
(岐阜県美濃市)

軸受等生
産設備・
研究開発
用設備

2,450 ― 自己資金
2026年
４月

2027年
３月

設備の更新・
生産合理化

(2) 重要な設備の除却等

経常的な設備の更新のための除却・売却を除き、重要な設備の除却・売却の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 291,000,000

計 291,000,000

② 【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

(株)
(2026年３月31日)

提出日現在発行数
(株)

(2026年６月22日)

上場金融商品取引所名または
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 73,501,425 73,501,425
東京証券取引所
プライム市場

単元株式数は100
株であります。

計 73,501,425 73,501,425 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストック・オプション制度の内容】

第１回新株予約権

決議年月日 2015年６月26日

付与対象者の区分および人数
当社取締役（社外取締役を除く） ８名

当社執行役員 ４名

新株予約権の数（個） ※ 80

新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数
（株） ※

普通株式 8,000 （注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） ※ １ （注）２

新株予約権の行使期間 ※ 2015年７月14日～2045年７月13日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格および資本組入額（円） ※

発行価格 584 （注）３

資本組入額 292 （注）４

新株予約権の行使の条件 ※ （注）５

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会
の承認を要するものとする。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ （注）６

※ 当事業年度の末日(2026年３月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末

現在(2026年５月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載

しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

（注）１ 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株

式数」という。)は１個当たり100株とする。

ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社

普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予

約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次

の計算により調整する。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社取締役会におい

て必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。

なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。



― 21 ―

２ 新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した１株

当たりのストック・オプションの公正な評価単価に、付与株式数を乗じた金額とする。

なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当該払込金額の払込みに代え

て、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。

３ 発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額と新株予約権行使時の払込額(１株当たり１円)を合算し

ている。

４ 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金および資本準備金の額

(１) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ

る場合は、これを切り上げるものとする。

(２) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(１)記載の資

本金等増加限度額から上記(１)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

５ 新株予約権の行使の条件

(１) 新株予約権者は、本新株予約権の行使期間において、当社の取締役、執行役員および使用人(有期労働

契約の場合を除く。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には

翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。

(２) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができ

る。

(３) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところ

による。

６ 組織再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社

となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を

総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につ

き吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割が

その効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生

ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存

する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイか

らホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとす

る。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、

吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
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第２回新株予約権

決議年月日 2016年７月19日

付与対象者の区分および人数
当社取締役（社外取締役を除く） ７名

当社執行役員 ７名

新株予約権の数（個） ※ 230 [210]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数
（株） ※

普通株式 23,000 [21,000] （注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） ※ １ （注）２

新株予約権の行使期間 ※ 2016年８月５日～2046年８月４日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格および資本組入額（円） ※

発行価格 265 （注）３

資本組入額 133 （注）４

新株予約権の行使の条件 ※ （注）５

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会
の承認を要するものとする。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ （注）６

※については、「第１回新株予約権」に同じです。

（注）１から（注）６については、「第１回新株予約権」の注記に同じです。

第３回新株予約権

決議年月日 2017年７月18日

付与対象者の区分および人数
当社取締役（社外取締役を除く） ７名

当社執行役員 10名

新株予約権の数（個） ※ 285 [250]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数
（株） ※

普通株式 28,500 [25,000] （注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） ※ １ （注）２

新株予約権の行使期間 ※ 2017年８月４日～2047年８月３日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格および資本組入額（円） ※

発行価格 584 （注）３

資本組入額 292 （注）４

新株予約権の行使の条件 ※ （注）５

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会
の承認を要するものとする。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ （注）６

※については、「第１回新株予約権」に同じです。

（注）１から（注）６については、「第１回新株予約権」の注記に同じです。



― 23 ―

第４回新株予約権

決議年月日 2018年７月17日

付与対象者の区分および人数
当社取締役（社外取締役を除く） ６名

当社執行役員 ９名

新株予約権の数（個） ※ 315 [260]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数
（株） ※

普通株式 31,500 [26,000] （注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） ※ １ （注）２

新株予約権の行使期間 ※ 2018年８月３日～2048年８月２日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格および資本組入額（円） ※

発行価格 767 （注）３

資本組入額 384 （注）４

新株予約権の行使の条件 ※ （注）５

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会
の承認を要するものとする。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ （注）６

※については、「第１回新株予約権」に同じです。

（注）１から（注）６については、「第１回新株予約権」の注記に同じです。

第６回新株予約権

決議年月日 2019年７月16日

付与対象者の区分および人数
当社取締役（社外取締役を除く） ６名

当社執行役員 10名

新株予約権の数（個） ※ 500 [440]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数
（株） ※

普通株式 50,000 [44,000] （注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） ※ １ （注）２

新株予約権の行使期間 ※ 2019年８月１日～2049年７月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格および資本組入額（円） ※

発行価格 437 （注）３

資本組入額 219 （注）４

新株予約権の行使の条件 ※ （注）５

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会
の承認を要するものとする。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ （注）６

※については、「第１回新株予約権」に同じです。

（注）１から（注）６については、「第１回新株予約権」の注記に同じです。

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2015年４月１日～
2016年３月31日
(注)

1 73,501 0 9,533 0 12,887

(注) 転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による増加であります。

(5) 【所有者別状況】

2026年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府およ
び地方公
共団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

1 26 33 151 121 47 11,723 12,102 ―

所有株式数
(単元)

11 247,426 13,964 120,842 141,550 1,263 209,352 734,408 60,625

所有株式数
の割合(％)

0.00 33.69 1.90 16.45 19.27 0.17 28.52 100.00 ―

(注) １ 自己株式2,259,660株は「個人その他」に22,596単元および「単元未満株式の状況」に60株含めて記載して

おります。なお、自己株式2,259,660株は株主名簿記載上の株式数であり、2026年３月31日現在の実質所有

株式数は2,258,660株であります。

２ 「役員向け株式交付信託」が所有する当社株式(730,600株)および「従業員持株ＥＳＯＰ信託」が所有する

当社株式(729,500株)は「自己株式」に含めておらず、「金融機関」に含めております。
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(6) 【大株主の状況】

2026年３月31日現在

氏名または名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式(自己
株式を除く。)の
総数に対する所
有株式数の割合

(％)

日本マスタートラスト信託銀行株
式会社(信託口)

東京都港区赤坂１－８－１
赤坂インターシティＡＩＲ

7,813 10.96

日本トムソン取引先持株会 東京都港区高輪２－19－19 5,955 8.35

日本生命保険相互会社
(常任代理人 日本マスタートラ
スト信託銀行株式会社)

東京都千代田区丸の内１－６－６
日本生命証券管理部内
(東京都港区赤坂１－８－１ 赤坂インター
シティＡＩＲ)

4,262 5.98

MM Investments株式会社 福岡県福岡市中央区大手門１―１―12 3,456 4.85

株式会社日本カストディ銀行(信
託口)

東京都中央区晴海１－８－12 3,376 4.73

株式会社不二越 東京都港区東新橋１－９－２ 2,008 2.81

日本トムソン従業員持株会 東京都港区高輪２－19－19 1,865 2.61

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内１－４－５ 1,612 2.26

HSBC BANK PLC A/C M AND G
(ACS) VALUE PARTNERS CHINA
EQUITY FUND
(常任代理人 香港上海銀行東京
支店 セキュリティ－ズ・サ－ビ
シズ・オペレ－ションズ)

8 CANADA SQUARE, LONDON E14 5HQ
(東京都中央区日本橋３－11－１)

1,410 1.97

みずほ信託銀行株式会社 退職給
付信託 みずほ銀行口 再信託受
託者 株式会社日本カストディ銀
行

東京都中央区晴海１－８－12 1,305 1.83

計 ― 33,065 46.41

(注) １ 当社は自己株式を2,258,660株保有しておりますが、上記大株主には含めておりません。

２ 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

株式会社日本カストディ銀行(信託口) 730,600株
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３ 2026年２月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有(変更)報告書において、Ｍ＆Ｇインベストメント・

マネジメント・リミテッドおよびその共同保有者であるＭ＆Ｇインベストメンツ（シンガポール）ピーティ

ーイー・リミテッドが2026年２月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社と

して2026年３月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めてお

りません。

なお、大量保有(変更)報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名または名称 保有株券等の数(千株) 株券等保有割合(％)

Ｍ＆Ｇインベストメント・マネジメント・リ
ミテッド、Ｍ＆Ｇインベストメンツ（シンガ
ポール）ピーティーイー・リミテッド

3,318 4.51

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2026年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 ― ―

2,258,600

完全議決権株式(その他)
普通株式

711,822 ―
71,182,200

単元未満株式
普通株式

― ―
60,625

発行済株式総数 73,501,425 ― ―

総株主の議決権 ― 711,822 ―

(注) １ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式60株が含まれております。

２ 「完全議決権株式(自己株式等)」欄の普通株式には、「役員向け株式交付信託」および「従業員持株ＥＳＯ

Ｐ信託」が所有する当社株式は含まれておりません。

② 【自己株式等】

2026年３月31日現在

所有者の氏名
または名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
日本トムソン株式会社

東京都港区高輪２－19－19 2,258,600 ― 2,258,600 3.07

計 ― 2,258,600 ― 2,258,600 3.07

(注) １ 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権10個)ありま

す。なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含めております。

２ 「役員向け株式交付信託」および「従業員持株ＥＳＯＰ信託」が所有する当社株式は、上記自己保有株式に

含めておりません。
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(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】

（役員向け株式交付信託）

当社は、2020年６月24日開催の第71回定時株主総会の決議に基づき、当社取締役（社外取締役を除きます。）

および執行役員（以下「取締役等」といいます。）を対象に、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をよ

り明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上

と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、「役員向け株式交付信託」（以下「本制度」とい

います。）を導入しております。

本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託（以下「本信託」といいます。）が当社株式を取得

し、当社が各取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役等に対して交

付されるものであります。また、本制度においては、2020年６月の定時株主総会終結日の翌日から2023年６月の

定時株主総会終結の日までの３年間に在籍する取締役等に対して当社株式が交付されます。その後は当社取締役

会の決定により対象期間を３年以内の期間を都度定めて延長し、継続することがあります。なお、取締役等が当

社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時であり、取締役に交付するために必要な当社株式の

取得資金は延長分の対象期間の事業年度数に金100百万円を乗じた金額を上限としております。

また、2023年７月18日開催の取締役会において、本制度を2026年８月末（予定）まで継続することを決議し、

2023年８月９日開催の取締役会において、本制度について本信託の受託者が当社株式を追加取得するための金銭

を当社が追加信託することを決議しております。なお、2025年６月27日開催の第76回定時株主総会において、監

査等委員会設置会社への移行に伴い、改めて、取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）を

対象とした本制度に係る報酬枠の設定につき決議いたしました。

（従業員持株ＥＳＯＰ信託）

当社は、2025年11月10日開催の取締役会において、当社の成長を支える従業員に対する福利厚生制度をより一

層充実させるとともに、株価上昇へのインセンティブを付与することにより、当社の業績や株式価値に対する従

業員の意識を更に高め、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的に、「従業員持株ＥＳＯＰ信託」（以下

「本制度」といいます。）を導入しております。

①当該従業員株式所有制度の概要

ＥＳＯＰ信託とは、米国のＥＳＯＰ（Employee Stock Ownership Plan）制度を参考に、従業員持株会の仕組

みを応用した信託型の従業員インセンティブ・プランであり、当社株式を活用した従業員の財産形成を促進する

貯蓄制度の拡充（福利厚生制度の拡充）を図る目的を有するものをいいます。

当社が「日本トムソン従業員持株会」（以下「当社持株会」といいます。）に加入する従業員のうち一定の要

件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は今後５年間にわたり当社持株会が取得すると見込まれ

る数の当社株式を、予め定める取得期間中に取得します。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株

会に売却します。信託終了時に、株価の上昇により信託収益がある場合には、受益者たる従業員の拠出割合に応

じて金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、金銭消費貸借

契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済するため、従業員の追加負担はありません。

②従業員持株会に取得させる予定の株式の総数

774,200株

③当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

当社持株会加入員のうち受益者要件を充足する者
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２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

会社法第155条第３号および会社法第155条第７号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

取締役会（2026年５月11日）での決議状況
（取得期間 2026年５月12日～2026年９月30日）

1,424,900 1,600,000

当事業年度前における取得株式数 ― ―

当事業年度における取得株式数 ― ―

残存決議株式の総数および価額の総額 ― ―

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） ― ―

当期間における取得自己株式 ― ―

提出日現在の未行使割合（％） 100.00 100.00

(注) 当期間における取得自己株式には、2026年６月１日から有価証券報告書提出日までの間に市場買付により取得

した自己株式は含まれておりません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式 466 421

当期間における取得自己株式 252 328

(注) 当期間における取得自己株式には、2026年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取によ

る株式は含まれておりません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(千円)
株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、株式交付、
会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

― ― ― ―

その他(ストック・オプションの行
使)

47,500 26,161 17,000 9,414

その他(従業員持株ＥＳＯＰ信託への
拠出)

774,200 517,939 ― ―

保有自己株式数 2,258,660 ― 2,241,912 ―

(注) １ 当期間における保有自己株式数には、2026年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

および売渡による株式は含まれておりません。

２ 保有自己株式数には、「役員向け株式交付信託」および「従業員持株ＥＳＯＰ信託」が保有する当社株式数

は含まれておりません。
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３ 【配当政策】

当社の配当政策につきましては、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題のひとつとして位置づけており

ます。利益配分につきましては、業績水準等を総合的に勘案し、安定的な配当を継続することを基本方針としてお

りますが、さらなる利益還元の充実を図ってまいります。

当社の剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、

中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、この基本方針に基づき、期末配当金は１株につき15円50銭とし、中

間配当金とあわせて29円50銭を、2026年６月26日開催予定の定時株主総会で決議して実施する予定であります。

内部留保資金につきましては、今後の経営環境等に留意しながら、企業価値の最大化に向けて、収益力の向上と

経営基盤の強化を図るとともに、急速な技術革新と需要の変化に対応させた生産体制の構築や新製品開発等の投資

に充てる考えであります。

また、当社は、中間配当を行うことができる旨を定めております。

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

2025年11月10日取締役会 986 14.00

2026年６月26日定時株主総会(予定) 1,104 15.50

なお、2024年４月より３年間の「中期経営計画2026」では、新たな株主還元方針として、総還元性向50％以上を

目標に設定するとともに、2025年５月にDOE（自己資本配当率）2.5％を配当下限の目安として設定いたしました。

これにより、財務基盤の健全性を確保しながら、安定的な配当を継続するとともに、機動的な自己株式の取得につ

いても検討してまいります。

４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、社会的使命に配慮した企業活動を推進し、ユーザーニーズに即した技術の開発と豊かな地球環境の実現

を目指すことにより、社会とともに発展し続けるという経営の基本方針に基づき、持続的な成長と中長期的な企業

価値の向上を実現するため、迅速で適切な意思決定と業務執行に対する監督機能の充実を図り、コンプライアンス

を徹底し、経営の透明性を高めることが重要な課題であると考えており、コーポレート・ガバナンスの充実に取り

組みます。

② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由

1) 企業統治の体制の概要

当社は、2025年６月27日の第76回定時株主総会後、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたし

ました。監査等委員会設置会社への移行によって、経営の意思決定および業務執行の迅速化と効率化を図るとと

もに、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会における議決権を有する構成員とすることにより

取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を一層強化・充実させ、更なる企業価値向上を図

ることができるものと考え、本体制を採用しております。なお、企業統治の体制の概要は以下のとおりでありま

す。

(a) 取締役会

取締役会は、議長となる取締役会長 宮地茂樹、取締役副会長 秀島信也、代表取締役社長ＣＥＯ 細野幹

人、取締役ＣＦＯ 西村修、社外取締役 武井洋一、社外取締役 齊藤聡、社外取締役 野田篤子、社外取締役

松本展広、社外取締役 那須健人、社外取締役 林田和久、社外取締役 佐伯里香の取締役11名（うち社外取

締役７名）で構成されております。なお、取締役のうち、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は７

名、監査等委員である取締役は４名となっております。当社では、取締役の職務執行の効率性を確保するた

めに、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、法令に定められた事項や

経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督しております。
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(b) 監査等委員会

監査等委員会は、常勤監査等委員 松本展広、監査等委員 那須健人、監査等委員 林田和久、監査等委員

佐伯里香の４名（うち社外取締役４名）で構成されております。それぞれの監査等委員は、取締役会に出席

するとともに、その他の経営に関する重要な会議に出席しております。また、重要書類の閲覧や代表取締役

社長ＣＥＯとの意見交換会等を通じ、経営に対する監視・監督機能を果たしております。さらに、独立した

内部監査室を設置し業務執行に関するチェック機能を果たすとともに、監査等委員会と内部監査室との定期

連絡会を開催し、内部監査の実施状況や内容等を監査等委員会に報告しております。

(c) 指名・報酬諮問委員会

当社は、任意の指名・報酬諮問委員会を設置しております。本委員会は、「指名・報酬諮問委員会規程」

において過半数を社外取締役とする旨を定めており、委員長となる社外取締役 武井洋一、社外取締役 齊藤

聡、社外取締役 野田篤子、取締役会長 宮地茂樹、代表取締役社長ＣＥＯ 細野幹人の取締役５名（うち社

外取締役３名）にて構成されております。本委員会は、取締役会の任意の諮問機関として取締役会の諮問に

基づき、取締役の指名・報酬に関する事項について審議し、取締役会に答申を行います。取締役会では、そ

の内容をもとに審議を行い、決議しております。

(d) その他の機関

上記に加えて、経営会議を原則として毎週開催しており、議長となる代表取締役社長ＣＥＯ 細野幹人、

取締役会長 宮地茂樹、取締役副会長 秀島信也、取締役ＣＦＯ 西村修で構成されております。経営会議に

おいては目標展開や課題に対する進捗状況の確認等を行うことにより、迅速な経営判断と業務執行を行うと

ともに、執行役員制度を導入し、業務執行体制を強化し、業務執行の迅速化を図っております。各事業部門

の担当役員は、上記会議で決定された経営に関する重要事項等に基づいて、各部門における具体的な施策を

決定し、実施しております。

体制図
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③ 企業統治に関するその他の事項

1) 内部統制システムの整備の状況

当社グループは、「内部統制基本方針」に基づき、コーポレート・ガバナンス体制の整備・強化に努めており

ます。

(a) 取締役・従業員等の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

当社は、取締役および従業員等が、法令、定款および社会規範等を遵守するための行動規範として、「行

動憲章」、「コンプライアンス管理規程」を定めております。また、その徹底を図るため、コンプライアン

ス委員会が組織全体を統括し、取締役および従業員等に対し、行動規範等の啓蒙等を行うとともに、内部通

報窓口を設置し、運用しております。内部監査室は、コンプライアンス体制が有効に機能しているか否かを

監査することとしております。

(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項

取締役の職務執行に係る情報を文書等に記録し、「情報セキュリティ基本規程」および「文書管理規程」

に基づき保存・管理しております。取締役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとしております。

(c) 損失の危険の管理に関する規程とその体制

当社グループを取り巻くさまざまなリスクに対して、「リスク管理規程」に基づきリスク管理体制を構築

しております。リスク管理委員会は、リスク管理方針を策定し、リスク低減を組織全体へ徹底させるととも

に、各部署におけるリスク点検および内部監査により統制活動を実施することとしております。統制活動で

明らかになったリスクおよび新たに生じたリスクについて、すみやかに対応方針を決定することとしており

ます。

(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役の職務執行の効率性を確保するために、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて、機動的に臨時

取締役会を開催し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項を決定しております。また、「職務権限

規程」および意思決定のための諸規程の改廃とともに、情報技術を活用した全社的な業務の効率化を実現す

るシステム構築等、適正かつ効率的な職務の執行体制により企業を運営することとしております。加えて、

経営会議を原則として毎週開催し、目標展開や課題に対する進捗状況の確認等を行うことにより、迅速な経

営判断と職務執行を推進する体制を構築しております。

(e) 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、「業務分掌規程」等により、当社所管部署に関係会社を管理する権限と責任を与え、関係する部

署と協調して、それぞれ担当する関係会社の内部統制に関する指導・徹底を図っております。

関係会社の役員は、当社取締役または幹部社員等を就任させることにより、業務を適正に執行・監督して

おります。また、適宜関係会社と業務の報告・協議を行うことにより、業務に関する情報の共有化および連

携を図り、業務執行の適正を確保することとしております。内部監査室は、当社および関係会社の内部監査

を実施し、その結果を取締役会および監査等委員会に報告しております。

(f) 監査等委員会がその補助すべき従業員等を置くことを求めた場合における当該従業員等に関する体制、なら

びにその従業員等の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項

監査等委員会の職務を補助する部署と補助担当者を定め、監査等委員会は、当該部署および補助担当者

に、監査業務に必要な事項を命令することができるものとしております。また、監査等委員会より監査業務

に必要な命令を受けた補助担当者は、その命令に関して、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の指

揮命令を受けないものとしております。

(g) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）および従業員等が監査等委員会に報告するための体制

取締役（監査等委員である取締役を除く。）と監査等委員会との協議により、監査等委員会に報告する事

項を定め、経営に重要な影響をおよぼす事項、内部監査の実施状況等その内容をすみやかに報告することと

しております。

(h) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員は、原則として全員が取締役会に出席し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）から職

務執行状況の報告・説明等を受け、必要に応じて、意見を述べるなど、取締役（監査等委員である取締役を

除く。）の職務執行状況を監視・監督するとともに、必要に応じて、会計監査人および弁護士に相談するこ

とができ、その費用およびその他監査に関する諸費用は会社が負担することとしております。
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監査等委員会は、代表取締役社長ＣＥＯ、会計監査人および内部監査室それぞれとの間で定期的に意見交

換会を開催しております。

(i) 反社会的勢力排除に向けた体制

「反社会的勢力対応規程」を定め、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、通常の商取

引を含め一切の関係を遮断し、金銭その他の経済的利益の提供を行わないこととしております。また、不当

な要求に対しては毅然とした対応を行うとともに、警察等外部機関との緊密な連携を行うこととしておりま

す。

2) リスク管理体制の整備の状況

上記1)(c)に記載のとおりであります。また、「リスク管理規程」に基づき、リスクアセスメントの実施によ

り識別されたリスク項目について、関連する対応部署および対応組織より対応状況について報告がなされます。

報告を受けた内容については、代表取締役社長ＣＥＯを含む社内取締役および常勤監査等委員にて構成される

「リスク管理委員会」において、報告および審議しております。

3) 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

上記1)(e)に記載のとおりであります。また、関係会社における重要事項の決定にあたっては、事前に親会社

である当社へ報告されるとともに、経営会議あるいは取締役会において事前に十分な検討を行い、承認決議を行

うことにより、関係会社の業務の適正を確保しております。

また、関係会社に関する業務の適正かつ円滑な遂行を確保することを目的として、「関係会社管理規程」を定

め、関係会社の管理体制や運用方法を明確化しております。

④ 取締役会の活動状況

当事業年度において当社は取締役会を18回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであり

ます。

氏名 開催回数 出席回数

宮 地 茂 樹 18回 18回

秀 島 信 也 18回 18回

細 野 幹 人 18回 18回

西 村 修 13回 13回

武 井 洋 一 18回 18回

齊 藤 聡 18回 18回

野 田 篤 子 18回 18回

松 本 展 広 18回 18回

那 須 健 人 18回 18回

林 田 和 久 18回 18回

佐 伯 里 香 13回 13回

（注）西村修氏および佐伯里香氏は、2025年６月27日就任以降の出席状況を記載しております。

取締役会における主な検討事項は、法令または定款に定められた事項のほか、経営の基本方針、中期経営計画、

事業計画、内部統制システムの整備、一定の金額水準を超える投資などの経営に関する重要事項について決議・報

告しております。
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⑤ 指名・報酬諮問委員会の活動状況

当事業年度において当社は指名・報酬諮問委員会を６回開催しており、個々の指名・報酬諮問委員の出席状況に

ついては次のとおりであります。

氏名 開催回数 出席回数

武 井 洋 一 ６回 ６回

齊 藤 聡 ６回 ６回

野 田 篤 子 ６回 ６回

宮 地 茂 樹 ６回 ６回

細 野 幹 人 ４回 ４回

（注）細野幹人氏は、2025年６月27日就任以降の出席状況を記載しております。

指名・報酬諮問委員会における主な検討事項は、取締役等の指名に関する選解任や取締役の個人別の報酬決定等

についての審議であります。

⑥ 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を負う場合であ

っても、社外取締役の職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項各号に定める合

計額をもって当該賠償責任の限度とし、その限度を超える損害賠償責任を負わないものとする契約を締結しており

ます。

⑦ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、保険会社との間で、当社および当社の子会社の取締役（監査等委員である取締役を含む。）、監査役、

執行役員および管理職従業員ならびに相続人を被保険者とする、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償

責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。

当該保険契約の内容の概要は、被保険者である対象役員が、その職務の執行に関し責任を負うこと、または当該

責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害について填補するものであり、１年毎に契約更

新しております。なお、当該保険契約では、当社が当該役員に対して損害賠償責任を追及する場合は保険契約の免

責事項としており、また、填補する額について限度額を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損な

われないようにするための措置を講じております。次回更新時には同内容での更新を予定しております。

⑧ 取締役の定数

当社は、「当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、15名以内とする。」旨および「監査等委員

である取締役は、５名以内とする。」を定款に定めております。

⑨ 取締役の選任および解任の決議要件

当社は、「取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が

出席し、その議決権の過半数をもって行う。」旨を、また、「取締役の選任決議は、累積投票によらない。」旨

を定款に定めております。

⑩ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

1) 自己株式の取得

当社は、「当会社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得するこ

とができる。」旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した資本政策の柔軟性と機動性を

確保することを目的とするものであります。

2) 中間配当

当社は、会社法第454条第５項の規定に基づき、「当会社は、取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準

日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。これは、株主への安定的・継続的な利

益還元を行うことを目的とするものであります。

⑪ 株主総会の特別決議要件

当社は、「会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
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主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う。」旨を定款に定め

ております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行う

ことを目的とするものであります。

⑫ 株式会社の支配に関する基本方針

1. 基本方針の内容の概要

当社は、当社の企業価値が、「社会に貢献する技術開発型企業」という経営理念に基づいて、永年にわた

り蓄積してきた営業・技術・生産のノウハウ等を駆使した機動性のある企業活動に邁進し、国内外の社会の

発展に貢献することにより、株主の皆様共同の利益を向上させていくことにその淵源を有していると考えて

おります。そのため、当社は、特定の者またはグループによる当社の総議決権の20％以上に相当する議決権

を有する株式の取得により、このような当社の企業価値または株主の皆様共同の利益が毀損されるおそれが

存する場合には、かかる特定の者またはグループは当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として

不適切であるとして、法令および定款によって許容される限度において、当社の企業価値または株主の皆様

共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることを、その基本方針といたします。

2. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するた

めの取り組みの概要

当社は、2025年５月19日開催の取締役会において、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務お

よび事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みの一つとして、2023年６月27日開催の当

社第74回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただいたうえで継続していた当社株式の大規模買付

行為に関する対応方針につき、所要の変更を行ったうえで（以下変更後の対応方針を「本プラン」といいま

す。）、引き続き継続することを決議し、2025年６月27日開催の当社第76回定時株主総会において株主の皆

様のご承認をいただきました。また、当社は本プランの継続に伴い、独立委員会を引き続き設置しており、

独立委員会委員として、伊集院功、武井洋一、那須健人、野田篤子、林田和久の５氏を選任いたしました。

本プランの概要は、以下に記載のとおりですが、本プランの詳細につきましては、当社ホームページに掲

載の2025年５月19日付プレスリリース「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）

の一部変更および継続に関するお知らせ」をご覧ください。

（参考URL: https://www.ikont.co.jp/）

1) 本プランの目的

本プランは、大規模買付者に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供および考慮・交渉の

ための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判

断されること、取締役会が、当該大規模買付行為に対する賛否の意見または代替案を株主の皆様に対して提

示すること、あるいは、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うことなどを可能とし、もって当社の

企業価値または株主の皆様共同の利益の確保・向上を実現することを目的としています。

2) 本プランに基づく対抗措置の発動に係る手続

(a) 対象となる大規模買付行為

次のa.からc.までのいずれかに該当する行為またはその可能性のある行為がなされ、またはなされようと

する場合に、本プランに基づく対抗措置が発動される場合があります。

a. 当社が発行者である株券等に関する当社の特定の株主の株券等保有割合が20％以上となる当該株券等の

買付けその他の取得

b. 当社が発行者である株券等に関する当社の特定の株主の株券等所有割合とその特別関係者の株券等所有

割合との合計が20％以上となる当該株券等の買付けその他の取得

c. 上記a.またはb.に規定される各行為が行われたか否かにかかわらず、当社の特定の株主が、当社の他の

株主（複数である場合を含みます。以下本c.において同じとします。）との間で、当該他の株主が当該

特定の株主の共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、または当該特定の株主と当該他の

株主との間にその一方が他方を実質的に支配しもしくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係

を樹立する行為（ただし、当社が発行者である株券等につき当該特定の株主と当該他の株主の株券等保

有割合の合計が20％以上となるような場合に限ります。）

(b) 大規模買付者に対する情報提供要求
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大規模買付者には、大規模買付行為の開始または実行に先立ち、意向表明書および大規模買付情報を提

出・提供していただきます。

(c) 取締役会評価期間の設定等

取締役会は、対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社の全ての株券等の買付けが行われる場

合には、最長60日間、それ以外の場合には、最長90日間の期間を、取締役会評価期間として設定し、当社の

企業価値および株主の皆様共同の利益の確保・向上の観点から企図されている大規模買付行為に関して評

価、検討、意見形成、代替案立案および大規模買付者との交渉を行うものとします。

(d) 独立委員会の勧告および取締役会による決議

独立委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールにつきその重要な点において違反した場合で、取締役会

がその是正を書面により当該大規模買付者に対して要求した後５営業日以内に当該違反が是正されない場合

には、原則として、取締役会に対して、大規模買付行為に対する対抗措置の発動その他必要と考える事項を

勧告します。

他方、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合、独立委員会は、原則として、取締役会に対し

て、大規模買付行為に対する対抗措置の不発動を勧告しますが、大規模買付ルールが遵守されている場合で

あっても、当該大規模買付者がいわゆるグリーンメイラーである場合等一定の事情を有していると認められ

る者である場合には、取締役会に対して、対抗措置の発動を勧告します。

取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、対抗措置の発動もしくは不発動または大規模買

付行為に対する対抗措置発動の要否や内容等についての株主の皆様の意思を確認するための株主総会（以下

「株主意思確認総会」といいます。）の招集その他必要な決議を行うものとします。なお、取締役会は、一

定の場合には、対抗措置を発動するか否かを株主の皆様に問うべく株主意思確認総会を招集することができ

るものとします。

(e) 対抗措置の具体的内容

当社が本プランに基づき発動する大規模買付行為に対する対抗措置は、新株予約権の無償割当てによるも

のを想定しておりますが、会社法その他の法令および当社の定款が取締役会の権限として認めるその他の措

置を発動することが相当と判断される場合には当該措置が用いられることもあり得るものとします。

3) 本プランの特徴

(a) 基本方針の制定

本プランは、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を制定したうえ

で、継続されたものです。

(b) 独立委員会の設置

当社は、本プランの必要性および相当性を確保し、経営者の保身のために本プランが濫用されることを防

止するために独立委員会を設置し、取締役会が対抗措置を発動する場合には、その判断の公正を担保し、か

つ、取締役会の恣意的な判断を排除するために、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとしています。

(c) 株主総会における本プランの承認

本プランにつきましては、第76回定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただきました。

(d) 適時開示

取締役会は、本プラン上必要な事項について、適用ある法令等および金融商品取引所規則に従って、適時

適切な開示を行います。

(e) 本プランの有効期間

本プランの有効期間は、原則として、第76回定時株主総会における本プランの承認時から第76回定時株主

総会終了後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会後最初に開催される取締役

会の終結時までとします。ただし、かかる有効期間の満了前であっても、株主総会において当社提案に基づ

き本プランを廃止する旨の議案が承認された場合、または取締役会において本プランを廃止する旨の決議が

行われた場合、本プランはその時点で廃止されるものとします。

4) 株主の皆様への影響

(a) 本プランの効力発生時に株主の皆様へ与える影響

本プランの効力発生時には、新株予約権の発行自体は行われません。したがって、本プランが本プラン効

力発生時に株主の皆様の権利および経済的利益に直接具体的な影響を与えることはありません。
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(b) 新株予約権の無償割当て時に株主の皆様へ与える影響

対抗措置として新株予約権の無償割当てが行われた場合においても、保有する当社株式１株当たりの価値

の希釈化は生じるものの、保有する当社株式全体の価値の希釈化は生じないことから、株主の皆様の法的権

利および経済的利益に対して直接的具体的な影響を与えることは想定しておりません。ただし、例外事由該

当者については、対抗措置が発動された場合、結果的に、その法的権利または経済的利益に何らかの影響が

生じる可能性があります。

3. 上記の取り組みに対する取締役会の判断およびその理由

当社は、前記2. 1)記載のとおり、本プランは企業価値または株主の皆様共同の利益の確保・向上をその目

的としており、基本方針に沿うものと考えます。特に本プランは、1)株主総会において当社提案に基づき本

プランを廃止する旨の議案が承認された場合には本プランはその時点で廃止されるものとしており、その存

続が株主の皆様の意思に係らしめられている点において株主の皆様のご意思を重視していること、2)大規模

買付行為に関する評価、検討、意見形成、代替案立案および大規模買付者との交渉を行うにあたり、取締役

会が独立した第三者的立場にある専門家の助言を取得できること、3)独立性の高い独立委員会の設置を伴う

ものであり、対抗措置の発動に際しては必ず独立委員会の勧告を経る仕組みとなっているうえ、独立委員会

はさらに独立した第三者的立場にある専門家の助言を取得できること、4)対抗措置の発動、不発動または中

止に関する判断の際に拠るべき基準が設けられていることなどから、当社は、本プランは当社の企業価値ま

たは株主の皆様共同の利益を損なうものではなく、当社の取締役の地位の維持を目的とするものではないと

考えております。



― 37 ―

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

1. 2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は以下のとおりであります。

男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.1％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

取締役会長 宮 地 茂 樹 1956年４月14日生

1979年４月 株式会社東海銀行(現株式会社三

菱ＵＦＪ銀行)入行

2008年10月 当社入社、経営企画部担当取締役

付部長

2009年１月 当社経営企画部長

2010年６月 当社常務取締役

2012年６月 当社代表取締役社長

2025年４月 当社代表取締役会長

2026年４月 当社取締役会長(現)

(注)２ 127

取締役副会長
生産本部・営業本部担当

秀 島 信 也 1954年１月９日生

1978年４月 ヤマハ発動機株式会社入社

2009年３月 同社執行役員

2010年３月 同社上席執行役員

2011年３月 同社取締役上席執行役員

2013年３月 同社取締役常務執行役員

2016年12月 光産業創成大学院大学理事

2017年３月 ヤマハ発動機株式会社顧問

2017年６月 富士紡ホールディングス株式会社
社外取締役

2018年６月 新明和工業株式会社社外取締役

2019年６月 当社社外取締役

2022年６月 当社専務取締役

2025年６月 当社取締役副会長(現)

(注)２ 17

代表取締役社長ＣＥＯ 細 野 幹 人 1964年２月５日生

1990年11月 当社入社

2011年７月 当社岐阜製作所管理部長

2013年６月 当社東部支社南関東支社長

2017年７月 当社人事総務部長

2019年４月 当社執行役員人事総務部長

2021年４月 当社執行役員経営企画部長

2024年４月 当社上席執行役員経営企画部・人

事総務部・経理部・秘書室担当

2024年６月 当社取締役経営企画部・人事総務

部・経理部・秘書室担当

2025年４月 当社代表取締役社長

2026年４月 当社代表取締役社長ＣＥＯ(現)

(注)２ 16

取締役ＣＦＯ

経営企画部・人事総務

部・経理部・法務室・秘書

室担当

西 村 修 1964年１月23日生

2000年11月 当社入社

2016年７月 当社生産総括部副部長

2019年４月 当社岐阜製作所第三工場長

2023年４月 当社生産革新統括部生産企画部長

2024年４月 当社執行役員経営企画部長

2025年４月 当社執行役員経営企画部・人事総

務部・経理部・秘書室担当

2025年６月 当社取締役経営企画部・人事総務

部・経理部・秘書室担当

2026年４月 当社取締役ＣＦＯ経営企画部・人

事総務部・経理部・法務室・秘書

室担当(現)

(注)２ 8

取締役 武 井 洋 一 1961年６月10日生

1993年４月 弁護士登録(第一東京弁護士会)、

岩田合同法律事務所入所

2000年４月 明哲綜合法律事務所パートナー

(現)

2003年６月 当社社外監査役

2006年６月 山崎金属産業株式会社社外監査役

(現)

2013年６月 当社社外取締役(現)

2020年６月 大王製紙株式会社社外取締役(監

査等委員)(現)

2022年１月 株式会社日本貿易保険社外監査役

(現)

(注)２ ―
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

取締役 齊 藤 聡 1959年５月16日生

1982年４月 株式会社東海銀行(現株式会社三
菱ＵＦＪ銀行)入行

2002年４月 学校法人産業能率大学経営情報学
部助教授

2005年４月 同大学経営学部教授(現)

2007年６月 当社社外監査役

2016年６月 当社社外取締役(現)

2025年11月 株式会社セイビ堂社外監査役(現)

(注)２ ―

取締役 野 田 篤 子 1961年１月12日生

1983年４月 日本航空株式会社入社

1991年４月 同社パーサー

1994年９月 ヘンケル＆グロッセ日本代表事務
所設立 日本代表

1995年11月 有限会社ジャパン・デューティー
フリー・サービス(現グロッセ・
ジャパン株式会社)設立 代表取締
役

2002年12月 グロッセ・ジャパン株式会社代表
取締役ＣＥＯ(現)

2022年６月 当社社外取締役(現)

(注)２ ―

取締役
（常勤監査等委員）

松 本 展 広 1963年７月５日生

1987年４月 株式会社東海銀行(現株式会社三
菱ＵＦＪ銀行)入行

2013年６月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行(現
株式会社三菱ＵＦＪ銀行)執行役
員

2017年６月 同行取締役(監査等委員)

2019年６月 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
証券株式会社監査役

2019年６月 三菱ＵＦＪ証券ホールディングス
株式会社取締役(監査等委員)

2023年６月 当社常勤監査役

2025年６月 当社社外取締役(常勤監査等委
員)(現)

(注)３ 11

取締役
（監査等委員）

那 須 健 人 1968年８月18日生

1996年４月 弁護士登録(第一東京弁護士会)、
湯浅法律特許事務所(現ユアサハ
ラ法律特許事務所)入所

2001年１月 米国ニューヨーク州弁護士登録

2006年４月 学校法人桐蔭学園 桐蔭横浜大学
法科大学院講師

2009年４月 ブレークモア法律事務所パートナ
ー(現)

2013年６月 当社社外監査役

2014年４月 最高裁判所司法研修所教官

2025年６月 当社社外取締役(監査等委員)(現)

(注)３ ―

取締役
（監査等委員）

林 田 和 久 1973年12月18日生

1997年４月 東京エレクトロン株式会社入社

2006年12月 みすず監査法人入所

2007年８月 新日本監査法人(現ＥＹ新日本有
限責任監査法人)入所

2014年２月 林田和久公認会計士事務所開設
所長(現)

2016年９月 大日本コンサルタント株式会社社
外取締役(監査等委員)

2017年６月 株式会社ＢｌｕｅＭｅｍｅ社外監
査役

2019年６月 当社社外監査役

2020年７月 株式会社学びエイド社外監査役

2021年７月 ＤＮホールディングス株式会社社
外取締役(監査等委員)

2025年６月 当社社外取締役(監査等委員)(現)

2026年１月 税理士法人三尾会計事務所代表社
員(現)

(注)３ ―

取締役

（監査等委員）
佐 伯 里 香 1961年２月27日生

2002年４月 有限会社ユーシステム(現株式会
社ユーシステム)設立 代表取締役
(現)

2021年６月 日工株式会社社外取締役(現)

2022年６月 株式会社神戸商工貿易センター取
締役

2025年６月 当社社外取締役(監査等委員)(現)

(注)３ ―

計 179
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(注) １ 取締役武井洋一、齊藤聡、野田篤子、松本展広、那須健人、林田和久および佐伯里香の各氏は、社外取締役

であります。

２ 2025年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間。

３ 2025年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間。

2. 2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除

く。）７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況およびその任期は、

以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定

される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。

男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.1％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

取締役会長 宮 地 茂 樹 1956年４月14日生

1979年４月 株式会社東海銀行(現株式会社三

菱ＵＦＪ銀行)入行

2008年10月 当社入社、経営企画部担当取締役

付部長

2009年１月 当社経営企画部長

2010年６月 当社常務取締役

2012年６月 当社代表取締役社長

2025年４月 当社代表取締役会長

2026年４月 当社取締役会長(現)

(注)２ 127

取締役副会長
生産本部・営業本部担当

秀 島 信 也 1954年１月９日生

1978年４月 ヤマハ発動機株式会社入社

2009年３月 同社執行役員

2010年３月 同社上席執行役員

2011年３月 同社取締役上席執行役員

2013年３月 同社取締役常務執行役員

2016年12月 光産業創成大学院大学理事

2017年３月 ヤマハ発動機株式会社顧問

2017年６月 富士紡ホールディングス株式会社
社外取締役

2018年６月 新明和工業株式会社社外取締役

2019年６月 当社社外取締役

2022年６月 当社専務取締役

2025年６月 当社取締役副会長(現)

(注)２ 17

代表取締役社長ＣＥＯ 細 野 幹 人 1964年２月５日生

1990年11月 当社入社

2011年７月 当社岐阜製作所管理部長

2013年６月 当社東部支社南関東支社長

2017年７月 当社人事総務部長

2019年４月 当社執行役員人事総務部長

2021年４月 当社執行役員経営企画部長

2024年４月 当社上席執行役員経営企画部・人

事総務部・経理部・秘書室担当

2024年６月 当社取締役経営企画部・人事総務

部・経理部・秘書室担当

2025年４月 当社代表取締役社長

2026年４月 当社代表取締役社長ＣＥＯ(現)

(注)２ 16

取締役ＣＦＯ

経営企画部・人事総務

部・経理部・法務室・秘書

室担当

西 村 修 1964年１月23日生

2000年11月 当社入社

2016年７月 当社生産総括部副部長

2019年４月 当社岐阜製作所第三工場長

2023年４月 当社生産革新統括部生産企画部長

2024年４月 当社執行役員経営企画部長

2025年４月 当社執行役員経営企画部・人事総

務部・経理部・秘書室担当

2025年６月 当社取締役経営企画部・人事総務

部・経理部・秘書室担当

2026年４月 当社取締役ＣＦＯ経営企画部・人

事総務部・経理部・法務室・秘書

室担当(現)

(注)２ 8



― 40 ―

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

取締役 武 井 洋 一 1961年６月10日生

1993年４月 弁護士登録(第一東京弁護士会)、

岩田合同法律事務所入所

2000年４月 明哲綜合法律事務所パートナー

(現)

2003年６月 当社社外監査役

2006年６月 山崎金属産業株式会社社外監査役

(現)

2013年６月 当社社外取締役(現)

2020年６月 大王製紙株式会社社外取締役(監

査等委員)(現)

2022年１月 株式会社日本貿易保険社外監査役

(現)

(注)２ ―

取締役 齊 藤 聡 1959年５月16日生

1982年４月 株式会社東海銀行(現株式会社三
菱ＵＦＪ銀行)入行

2002年４月 学校法人産業能率大学経営情報学
部助教授

2005年４月 同大学経営学部教授(現)

2007年６月 当社社外監査役

2016年６月 当社社外取締役(現)

2025年11月 株式会社セイビ堂社外監査役(現)

(注)２ ―

取締役 野 田 篤 子 1961年１月12日生

1983年４月 日本航空株式会社入社

1991年４月 同社パーサー

1994年９月 ヘンケル＆グロッセ日本代表事務
所設立 日本代表

1995年11月 有限会社ジャパン・デューティー
フリー・サービス(現グロッセ・
ジャパン株式会社)設立 代表取締
役

2002年12月 グロッセ・ジャパン株式会社代表
取締役ＣＥＯ(現)

2022年６月 当社社外取締役(現)

(注)２ ―

取締役
（常勤監査等委員）

松 本 展 広 1963年７月５日生

1987年４月 株式会社東海銀行(現株式会社三
菱ＵＦＪ銀行)入行

2013年６月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行(現
株式会社三菱ＵＦＪ銀行)執行役
員

2017年６月 同行取締役(監査等委員)

2019年６月 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
証券株式会社監査役

2019年６月 三菱ＵＦＪ証券ホールディングス
株式会社取締役(監査等委員)

2023年６月 当社常勤監査役

2025年６月 当社社外取締役(常勤監査等委
員)(現)

(注)３ 11

取締役
（監査等委員）

那 須 健 人 1968年８月18日生

1996年４月 弁護士登録(第一東京弁護士会)、
湯浅法律特許事務所(現ユアサハ
ラ法律特許事務所)入所

2001年１月 米国ニューヨーク州弁護士登録

2006年４月 学校法人桐蔭学園 桐蔭横浜大学
法科大学院講師

2009年４月 ブレークモア法律事務所パートナ
ー(現)

2013年６月 当社社外監査役

2014年４月 最高裁判所司法研修所教官

2025年６月 当社社外取締役(監査等委員)(現)

(注)３ ―
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

取締役
（監査等委員）

林 田 和 久 1973年12月18日生

1997年４月 東京エレクトロン株式会社入社

2006年12月 みすず監査法人入所

2007年８月 新日本監査法人(現ＥＹ新日本有
限責任監査法人)入所

2014年２月 林田和久公認会計士事務所開設
所長(現)

2016年９月 大日本コンサルタント株式会社社
外取締役(監査等委員)

2017年６月 株式会社ＢｌｕｅＭｅｍｅ社外監
査役

2019年６月 当社社外監査役

2020年７月 株式会社学びエイド社外監査役

2021年７月 ＤＮホールディングス株式会社社
外取締役(監査等委員)

2025年６月 当社社外取締役(監査等委員)(現)

2026年１月 税理士法人三尾会計事務所代表社
員(現)

(注)３ ―

取締役

（監査等委員）
佐 伯 里 香 1961年２月27日生

2002年４月 有限会社ユーシステム(現株式会
社ユーシステム)設立 代表取締役
(現)

2021年６月 日工株式会社社外取締役(現)

2022年６月 株式会社神戸商工貿易センター取
締役

2025年６月 当社社外取締役(監査等委員)(現)

(注)３ ―

計 179

(注) １ 取締役武井洋一、齊藤聡、野田篤子、松本展広、那須健人、林田和久および佐伯里香の各氏は、社外取締役

であります。

２ 2026年６月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間。

３ 2025年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間。

② 社外役員の状況

当社は、社外役員の選任に当たっては、客観的・専門的な立場から、経営への助言と取締役に対する監督機能等

を果たすことが期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方とし、本人および近親

者（二親等内の親族）が現在または過去10年間において以下の各項目に該当しない場合、独立性があると判断いた

します。

・当社または当社の関係会社、主要株主、主要な取引先、当社を主要な取引先とする会社における当該会社の業務

執行者

・当社の関係会社の非業務執行取締役または会計参与

・当社から役員の報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家

・当社または当社の関係会社から一定額を超える寄付または助成を受けている組織の理事その他の業務執行者

なお、当社の社外取締役は７名（うち監査等委員である取締役４名）であります。

1) 当社と社外取締役および社外監査役との間の人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係、な

らびに選任に関する当社の考え方

(a) 取締役 武井洋一氏

a．弁護士としての専門的見地と企業法務に関する高い実績を当社の経営に反映していただくため、社外取締

役に選任しております。なお、当社との間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害

関係はありません。

b．明哲綜合法律事務所の弁護士、大王製紙株式会社社外取締役（監査等委員）、山崎金属産業株式会社およ

び株式会社日本貿易保険の社外監査役を兼職しております。なお、当社と兼職先との間にいずれも重要な

取引その他の関係はありません。

(b) 取締役 齊藤聡氏

a．会計、経営、法律に関する造詣も深く、大学教授としての専門的見地と幅広い見識を当社の経営に反映し

ていただくため、社外取締役に選任しております。なお、当社との間には特別な人的関係、資本的関係ま

たは取引関係その他の利害関係はありません。

b．学校法人産業能率大学経営学部教授および株式会社セイビ堂社外監査役を兼職しております。なお、当社

と兼職先との間にいずれも重要な取引その他の関係はありません。
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(c) 取締役 野田篤子氏

a．長年にわたり携わられた国際的な企業経営に関する豊富な経験と実績、当社グループと異なる事業分野で

活躍してこられた幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。な

お、当社との間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

b．グロッセ・ジャパン株式会社代表取締役ＣＥＯを兼職しております。なお、当社とグロッセ・ジャパン株

式会社との間に重要な取引その他の関係はありません。

(d) 取締役 松本展広氏

a．長年にわたり携わられた金融業務に関する専門知識に加え、当社において2023年６月から常勤監査役とし

て経営を適切に監査いただいており、引き続き当社グループを適切に監督・監査していただくため、監査

等委員である社外取締役に選任しております。なお、当社との間には特別な人的関係、資本的関係または

取引関係その他の利害関係はございません。

b．重要な兼職等はありません。

(e) 取締役 那須健人氏

a．弁護士としての専門的見地と豊富な経験を当社の監査に反映していただくため、監査等委員である社外取

締役に選任しております。なお、当社との間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利

害関係はありません。

b．ブレークモア法律事務所の弁護士を兼職しております。なお、当社とブレークモア法律事務所との間に重

要な取引その他の関係はありません。

(f) 取締役 林田和久氏

a．公認会計士としての専門的知識と内部統制構築支援、各種法定監査等に携わられた豊富な経験を当社の監

査に反映していただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、当社との間には特

別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

b．税理士法人三尾会計事務所代表社員および林田和久公認会計士事務所所長を兼職しております。なお、当

社と兼職先との間にいずれも重要な取引その他の関係はありません。

(g) 取締役 佐伯里香氏

a．長年にわたり携わられた企業経営に関する豊富な経験と実績、情報通信技術の分野で活躍してこられた幅

広い見識を当社の監査に反映していただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、

当社との間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。

b．株式会社ユーシステム代表取締役および日工株式会社社外取締役を兼職しております。なお、当社と兼職

先との間にいずれも重要な取引その他の関係はございません。

2) 社外取締役が当社の企業統治において果たす機能および役割

(a) 社外取締役７名は、それぞれ外部の視点および各専門家としての観点から、経営への助言と取締役に対す

る監督機能を強化しております。

(b) 社外取締役である武井洋一氏、齊藤聡氏、野田篤子氏、那須健人氏、林田和久氏、佐伯里香氏は、当社と

の関係において独立性が疑われるような属性等はなく、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利

益相反の生じるおそれのない独立役員として指定しております。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統

制部門との関係

1) 監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席するとともに、その他経営に関する重要な会議に出席して

おります。また、重要書類の閲覧や代表取締役社長ＣＥＯとの意見交換会等により経営の監視・監督を行って

おります。

2) 常勤監査等委員１名と監査等委員３名で構成される監査等委員会を開催し、監査計画の立案・実施について

協議・決定するほか、毎月の連絡会において、常勤監査等委員の監査の実施状況について報告を受けるなど連

携しております。

3) 定期的に内部監査室との会合に出席し、内部監査室と連携を図るとともに、必要に応じて会計監査人からも

随時監査に関する報告を受けております。

4) 内部監査室、法務室および当該部署スタッフを監査等委員会の職務を補助する部署および補助担当者として
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定め、経理部や経営企画部ほか内部統制部門から随時書類の提出、ヒアリング等ができる体制を整えておりま

す。

(3) 【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

監査等委員会は、常勤監査等委員の社外取締役１名と非常勤監査等委員の社外取締役３名から構成され、取締

役会に出席するとともに、その他経営に関する重要な会議に出席しております。また、年度ごとに監査計画を立

案し、重要書類の閲覧や代表取締役社長ＣＥＯとの意見交換会、主要な事業所の往査等により経営の監視・監督

を行っております。

1) 財務および会計に関する相当程度の知見を有する監査等委員

(a)常勤監査等委員の松本展広氏は、金融機関における長年の経験があり、財務および会計に関する相当程度

の知見を有しております。

(b)非常勤監査等委員の林田和久氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の

知見を有しております。

2) 監査役会および監査等委員会の活動状況

当事業年度において、当社は監査等委員会設置会社へ移行する前に監査役会を４回、監査等委員会設置会社へ

の移行後に監査等委員会を11回開催しており、個々の監査役・監査等委員の出席状況については次の通りであり

ます。

監査役会(監査等委員会設置会社移行前)

氏名 開催回数 出席回数

松 本 展 広 ４回 ４回

那 須 健 人 ４回 ４回

木 村 和 彦 ４回 ４回

林 田 和 久 ４回 ４回

監査等委員会

氏名 開催回数 出席回数

松 本 展 広 11回 11回

那 須 健 人 11回 11回

林 田 和 久 11回 11回

佐 伯 里 香 11回 11回

(注)木村和彦氏は、2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時をもって社外監査役を退任いたしました。

監査等委員会における具体的な検討内容は、監査の方針、監査計画の策定、取締役の業務監査および子会社監

査の結果・情報共有、会計監査人の監査の方法および結果の相当性、各四半期における会計監査人からの中間報

告を基にした意見交換、経理処理の留意事項の協議等であります。

また、常勤監査等委員の主な活動は、年度の基本監査計画の策定および当該監査計画に基づく往査や関連文書

等の閲覧のほか、内部監査担当者との監査状況についての定期的な協議、監査等委員会における非常勤監査等委

員への監査結果の共有等であります。また、会計監査人から職務の遂行状況の報告を受け、必要に応じて説明を

求め、適正な監査実施の確保に努めました。

② 内部監査の状況

当社における内部監査は、代表取締役社長ＣＥＯの直轄組織として、業務執行部門から独立した内部監査室(４

名)を設置しております。内部監査室は「内部監査規程」等に基づき作成した内部監査計画により、業務執行部門

の会計監査、業務監査、効率性・経済性の監査および財務報告に係る内部統制の有効性の評価を行い、監査の結

果は、代表取締役社長ＣＥＯへ報告するとともに、取締役会および監査等委員会へ定期的に報告しております。

内部監査、監査等委員会監査および会計監査の相互連携について、内部監査室と監査等委員会は、定期連絡会

を開催し、情報と課題の共有を図るなど監査の効率性および実効性を高めるために相互に連携を図っておりま

す。また、会計監査人とは、それぞれの監査における実施報告等について定期的に意見交換を行うとともに、随

時監査に関する報告や協議を行っております。
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③ 会計監査の状況

1) 監査法人の名称

有限責任監査法人トーマツ

2) 継続監査期間

1968年以降継続して58年間であります。

3) 業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員・業務執行社員 大竹 貴也

指定有限責任社員・業務執行社員 朝岡 まゆ美

4) 監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 ８名、会計士試験合格者 ４名、その他 20名

5) 監査法人の選定方針と理由

当社が、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選定した理由は、同監査法人の品質管理体制、独立

性、専門性、グローバルな監査体制および当社グループの理解等を総合的に検討した結果、当社の会計監査が適

切かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。

6) 監査等委員会による監査法人の評価

当社の監査等委員会は、監査法人の監査報告、往査立会などを通じて監査実施内容を把握しており、会計監査

人から会社計算規則第131条に基づく「会計監査人の職務の遂行に関する事項」や新年度の再任に当たっての監

査方針の説明を受けた上で、品質管理システム、監査体制、監査の適切性などの項目を勘案した判断基準に基づ

き、毎期監査等委員会において評価および再任の決議を行っております。

④ 監査報酬の内容等

1) 監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社 57 2 58 ―

連結子会社 ― ― ― ―

計 57 2 58 ―

(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)

(前連結会計年度)

当社における非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務であります。

(当連結会計年度)

該当事項はありません

2) 監査公認会計士等と同一のネットワーク（Deloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファーム）に対する

報酬（上記1)を除く）

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社 ― 13 ― 8

連結子会社 74 8 81 6

計 74 22 81 14
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(監査公認会計士等と同一のネットワークの提出会社に対する非監査業務の内容)

(前連結会計年度)

当社における非監査業務の内容は、主にデロイトトーマツ税理士法人の移転価格税制に関する助言業務に対する

報酬であります。

また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング等であります。

(当連結会計年度)

当社における非監査業務の内容は、主にデロイトトーマツ税理士法人の移転価格税制に関する助言業務に対する

報酬であります。

また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング等であります。

3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容は、重要な報酬がないため記載を省略しております。

4) 監査報酬の決定方針

該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。

なお、前連結会計年度と当連結会計年度において、監査報酬の決定方針に変更はありません。

5) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等が適

切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしま

した。

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。

また、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の

内容は、当該決定方針と整合し、かつ指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されており、当該決定方針に沿うも

のとなっております。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

1) 基本方針

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、同じ。)の報酬は、当社グループの業績の向上と中長

期的な企業価値の増大へのインセンティブとして機能するよう業績や株主利益と連動した報酬体系とし、個々

の取締役の報酬の決定に際しては各職責や成果を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。

この基本方針に基づき、当社の業務執行取締役の報酬は、「基本報酬」「賞与」「株式報酬」により構成する

こととし、社外取締役については、「基本報酬」を支払うこととしております。

2) 基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

取締役の個人別の基本報酬については、月例の固定報酬とし、役位別に、在籍年数、他社水準（外部調査機

関による役員報酬の調査結果等における水準をいう。以下、同じ。）、従業員給与とのバランス、当社の業績

および各取締役の職責や成果等を総合的に勘案して決定いたします。

3) 業績連動報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針

業績連動報酬等については、役位別に、各事業年度の当社の業績指標の水準、業績の目標値や経営課題に対

する達成度合い、およびそれらに対する各取締役の成果等に応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時

期に支給いたします。

4) 非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針

非金銭報酬等については、株式交付信託制度に基づく株式報酬とし、取締役会で定める「株式交付規程」に

基づき、各業務執行取締役に対し、信託期間中の「株式交付規程」に定めるポイント付与日において役位別に

ポイントを付与し、累積したポイント数に相当する当社株式を、信託を通じて給付いたします。なお、当該株

式の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時であり、そのうちの一定割合は、株式を換価して得られ

る金銭を支給いたします。
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5) 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の

決定に関する方針

業務執行取締役の種類別の報酬割合については、基本報酬65％、賞与20％、株式報酬15％を目安とし、他社

水準も踏まえ、大きく逸脱することがないよう定期的に見直します。

6) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

取締役の個人別の報酬については、任意の諮問機関であり過半数を社外取締役で構成する「指名・報酬諮問

委員会」が妥当性を確認した内容にて確定させることを、取締役会が代表取締役に一任します。

(役員報酬等に関する株主総会の決議年月日および当該決議の内容)

報酬の種類 決議年月日 対象者 金額等
決議時
の員数

基本報酬 2025年６月27日
(第76回株主総会)

取締役
(監査等委員である取締役
を除く)

年額500百万円以内
７名

(うち３名は社
外取締役)賞与

基本報酬
2025年６月27日
(第76回株主総会)

監査等委員である取締役 年額100百万円以内 ４名

株式報酬
2025年６月27日
(第76回株主総会)

取締役
(監査等委員である取締役
および社外取締役を除く)

３年以内の対象期間にお
いて上限300百万円

４名

業績連動報酬につきましては、上記方針等に基づき、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、

当社の前事業年度における営業利益・ＲＯＥ・ＥＢＩＴＤＡ・温室効果ガス排出削減量等の業績指標を総合的

に勘案し、それらに対する各取締役の成果等に応じて算出しております。

業績連動報酬にかかる主要な指標の選択理由は、営業利益・ＲＯＥに関しては中期経営計画において目標を

掲げており、ＥＢＩＴＤＡ・温室効果ガス排出削減量に関しては、中長期的な視点で企業価値の増大に寄与す

る経営を行うため、これらと連動させるのが適切であると判断したためです。なお、当社の2025年３月期にお

ける実績は、営業利益1,173百万円、ＲＯＥ0.7％、ＥＢＩＴＤＡ4,929百万円であり、温室効果ガス排出削減量

に関しては、2026年３月期の実績をもとに2027年３月期の報酬からの反映を予定しています。

また、非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は上記方針等のとおりであります。

取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関しては、取締役会により委任された代表取締役社長ＣＥ

Ｏ 細野幹人が決定権限を有する者であります。なお、権限を委任した理由は、代表取締役社長ＣＥＯが当社グ

ループを取り巻く環境や経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に各取締役の報酬額を決定で

きると判断したためであり、任意の諮問機関であり過半数を社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会の審

議を経て決定されることから、恣意的な決定はなされず権限が適切に行使されるための措置が講じられており

ます。よって、取締役会は、代表取締役社長ＣＥＯによって当該権限が適切に行使され、その内容が決定方針

に沿うものであると判断しております。

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる
役員の員数

(名)
金銭報酬 非金銭報酬等

基本報酬 賞与 株式交付信託

取締役(監査等委員および社外
取締役を除く)

255 171 43 40 6

取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く)

― ― ― ― ―

監査役(社外監査役を除く) 6 6 ― ― 1

社外役員 94 94 ― ― 8

(注)１ 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２ 上記には、2025年６月27日開催の第76回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名、社外監

査役１名を含んでおります。なお、当社は2025年６月27日に監査役会設置会社から監査等委員会設置

会社に移行しております。
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③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準および考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら

株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的であ

る投資株式とし、それ以外の安定的な取引関係の維持等を目的として保有する株式を純投資目的以外の目的であ

る投資株式としております。

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

1) 保有方針および保有の合理性を検証する方法ならびに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証

の内容

当社は、政策保有株式に関する社内基準を定めており、安定的な取引関係の維持等を政策保有の主な目的と

し、投資対象としての安定性等も総合的に勘案した上で、毎年、取締役会で保有の必要性および合理性等を検証

しております。その結果、保有の意義が希薄と判断した株式は売却を検討し、縮減を図ることとしております。

2) 銘柄数および貸借対照表計上額

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式 4 429

非上場株式以外の株式 18 13,183

(注)表記の他、投資有価証券勘定には投資事業有限責任組合への出資として1銘柄ありますが、保有株式ではり

ません。

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式 - - -

非上場株式以外の株式 2 9 取引関係強化のための買増し。

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額(百万円)

非上場株式 1 1

非上場株式以外の株式 8 512

3) 特定投資株式およびみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、
定量的な保有効果および株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株) 株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

㈱三菱ＵＦＪフ
ィナンシャル・
グループ

1,245,400 1,245,400 保有目的は、金融取引関係の維持・強化のた
めであります。

有
3,238 2,504

シンフォニアテ
クノロジー㈱

276,000 276,000 保有目的は、営業取引関係の維持・強化のた
めであります。

有
2,862 1,650

日本精工㈱
1,000,000 1,000,000 保有目的は、取引関係維持・強化のためであ

ります。
有

1,087 638
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銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、
定量的な保有効果および株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株) 株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

㈱不二越
243,838 243,381 保有目的は、取引関係維持・強化のためであ

ります。株式数の増加は、取引関係強化のた
めの買増しによるものであります。

有
1,083 831

㈱日伝
417,911 415,179 保有目的は、営業取引関係の維持・強化のた

めであります。株式数の増加は、取引関係強
化のための買増しによるものであります。

有
1,000 1,200

㈱マキタ
158,000 158,000 保有目的は、営業取引関係の維持・強化のた

めであります。
有

802 778

㈱ＳＣＲＥＥＮ
ホールディング
ス

40,000 40,000 保有目的は、営業取引関係の維持・強化のた
めであります。

有
715 383

㈱みずほフィナ
ンシャルグルー
プ

109,630 109,630 保有目的は、金融取引関係の維持・強化のた
めであります。

有
667 444

㈱ほくほくフィ
ナンシャルグル
ープ

100,000 100,000 保有目的は、金融取引関係の維持・強化のた
めであります。

有
583 256

ＮＴＮ㈱
1,000,000 1,000,000 保有目的は、取引関係維持・強化のためであ

ります。
有

319 242

ノリタケ㈱
31,600 31,600 保有目的は、仕入取引関係の維持・強化のた

めであります。
有

196 110

ＮＯＫ㈱
62,100 62,100 保有目的は、仕入取引関係の維持・強化のた

めであります。
有

173 135

㈱ＦＵＪＩ
31,400 31,400 保有目的は、営業取引関係の維持・強化のた

めであります。
有

146 65

㈱大垣共立銀行
22,500 22,500 保有目的は、金融取引関係の維持・強化のた

めであります。
有

136 53

黒田精工㈱
71,000 71,000 保有目的は、仕入取引関係の維持・強化のた

めであります。
有

69 70

三井住友トラス
トグループ㈱

13,940 13,940 保有目的は、金融取引関係の維持・強化のた
めであります。

有
68 51

㈱牧野フライス
製作所

2,400 2,400 保有目的は、営業取引関係の維持・強化のた
めであります。

無
27 28

ＴＨＫ㈱
1,000 1,000 保有目的は、取引関係維持・強化のためであ

ります。
無

4 3

シスメックス㈱
- 120,000

- 無
- 340

㈱十六フィナン
シャルグループ

- 30,000
- 無

- 144

ＭＳ＆ＡＤイン
シュアランスグ
ループホールデ
ィングス㈱

- 23,940

- 無
- 77

㈱小森コーポレ
ーション

- 15,000
- 無

- 18

川崎重工業㈱
- 2,000

- 無
- 17
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銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、
定量的な保有効果および株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株) 株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

澁谷工業㈱
- 5,214

- 無
- 16

ニデック㈱
- 5,196

- 無
- 12

㈱東京精密
- 1,100

- 無
- 8

(注) 定量的な保有効果については、記載が困難であります。保有の合理性は、毎年、取締役会で投資対象の安定

性等を総合的に勘案した上で検証しております。

みなし保有株式

該当事項はありません。

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

④ 当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

⑤ 当事業年度の前４事業年度および当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に

変更したもの

該当事項はありません。

５ 【従業員の状況等】

(1) 【人材戦略に関する基本方針等】

当社グループの人材戦略は「第２ 事業の状況 ２ サステナビリティに関する考え方及び取組 (3)人的資本に

関する取り組み」に同一の内容を記載しておりますので、記載を省略しております。

また、当社グループにおける従業員の給与その他の給付の額および内容については、責任や成果に対して適正に

報いることを基本方針とし、以下のとおり決定しております。

・当社は職能資格制度に基づき、担う責任の程度および保有能力に応じた資格等級ごとに基本給のレンジを設定

し、能力開発状況、成果およびプロセスを評価のうえ、昇給・昇格を決定しております。

・賞与については、会社業績を前提に個人の成果を重視した考課により決定し、成果に応じた適正な処遇を実現

しております。

(2) 【従業員の状況】

① 連結会社の状況

当社グループは、軸受等ならびに諸機械部品の製造・販売事業の単一セグメントであるため、セグメントへの関

連付けを省略しております。

2026年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数(名)

軸受等ならびに諸機械部品 2,461 (275)

全社(共通) 86

合計 2,547 (275)
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(注) １ 従業員数は就業人員であります。

２ 「従業員数」欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

② 提出会社の状況

2026年３月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)
平均年間給与の対前
事業年度増減率(％)

1,030 (268) 39.6 15.8 6,865,606 3.3

(注) １ 従業員数は就業人員であります。

２ 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。

３ 「従業員数」欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

③ 労働組合の状況

労働組合とは相互信頼を基調として、関係する諸問題の円満解決を図るなど、労使関係は安定しております。

④ 使用人その他の従業員のみを対象とした役員・従業員株式所有制度の内容

当社は使用人その他の従業員のみを対象とした役員・従業員株式所有制度を導入しております。当該役員・従業

員株式所有制度の内容について「１ 株式等の状況 (8) 役員・従業員株式所有制度の内容」に記載しておりま

す。

⑤ 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合(以下「女性管理職比率」という。)、男性労働者の育児休業

取得率および労働者の男女の賃金の額の差異

ア 提出会社

女性管理職比率(％)
(注１)

男性育児
休業取得率(％)

(注２)

男女間賃金差異(％)(注１)

全労働者
うち正規雇用労働者

(正社員)
うち非正規雇用

労働者

3.6 71 57.1 81.5 63.3

(注) １ 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出したもの

であります。

２ 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規

定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」（平成

３年労働省令第25号）第71条の６第１号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。

３ 女性管理職比率は、2026年３月末時点のデータであります。

４ 男女間賃金差異は、女性労働者の平均年間賃金÷男性労働者の平均年間賃金×100％として算出しておりま

す。

５ 非正規雇用労働者のうち、パートタイマーは実際に支給した賃金をフルタイム換算して算出しております。

イ 連結子会社

連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)および「育児休

業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成３年法律第76号)の規定による公表義

務の対象ではないため、記載を省略しております。

＜開示情報に対する補足説明＞

①女性管理職比率

当社では、近年、女性の積極採用により正社員に占める女性比率は上昇傾向にあります。それに加えて、計画

的な育成やリテンションの実施によって女性監督職比率も着実に上昇しており、女性管理職数を「2030年３月末

までに2022年３月比で５倍以上（2025年３月比約1.7倍以上）」とする目標に向かって着実に取り組みを進めて

おります。

2024年３月末 2025年３月末 2026年３月末

女性比率 (％) 13.3 14.5 14.8

女性監督職比率 (％) 13.1 13.2 14.8

女性管理職比率 (％) 1.9 2.8 3.6
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②男性育児休業取得率

男性の育児休業取得率は、2024年度(75％)比では微減ではありますが、2022年度(51％)、2023年度(65％)と比

較して高水準の取得率となっており、今後も積極的な取得推進活動を展開してまいります。

③男女間賃金差異

当社において、男女間で賃金体系を含めた制度上の違いはなく、雇用形態別や階層別での男女間賃金差異は、

全労働者での差異と比較して少ない傾向にあります。なお、全労働者での男女間の賃金差異が大きい主な要因は

以下によります。

・非正規雇用労働者の賃金が正規雇用労働者と比較して低いこと

・男性労働者における正規雇用労働者の割合が高いこと

・女性労働者における非正規雇用労働者の割合が高いこと

雇用形態 階層 男女間賃金差異

正規雇用労働者 (％)

全体 81.5

管理職 91.2

監督職 95.2

一般職 92.7

非正規雇用労働者 (％)

全体 63.3

定年後再雇用社員 104.6

パートタイマー等 98.2

雇用形態
人数比率

男性 女性

正規雇用労働者 (％) 88.5 44.2

非正規雇用労働者 (％) 11.5 55.8
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第５ 【経理の状況】

１ 連結財務諸表および財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に

基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、

「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま

す。

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(2025年４月１日から2026年３月31日ま

で)の連結財務諸表および事業年度(2025年４月１日から2026年３月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人

トーマツにより監査を受けております。

３ 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容

や変更等を適時適切に把握し、的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ

加入し、同機構や監査法人等の主催する講習会への参加や会計専門誌の定期購読等を行い積極的な情報収集活動に努

めております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 24,434 25,002

受取手形及び売掛金 ※2 13,997 ※2 17,167

商品及び製品 19,752 16,959

仕掛品 10,978 10,555

原材料及び貯蔵品 8,504 7,734

その他 1,946 1,819

貸倒引当金 △11 △8

流動資産合計 79,602 79,231

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 26,994 27,814

減価償却累計額 △20,035 △20,843

建物及び構築物（純額） 6,958 6,970

機械装置及び運搬具 61,177 63,215

減価償却累計額 △50,460 △52,302

機械装置及び運搬具（純額） 10,716 10,913

工具、器具及び備品 11,385 11,713

減価償却累計額 △10,693 △10,926

工具、器具及び備品（純額） 692 787

土地 2,850 2,852

リース資産 800 855

減価償却累計額 △444 △495

リース資産（純額） 355 360

建設仮勘定 952 653

その他 1,150 1,390

有形固定資産合計 23,677 23,928

無形固定資産 1,949 1,996

投資その他の資産

投資有価証券 ※1 11,110 ※1 14,397

繰延税金資産 172 340

退職給付に係る資産 1,388 2,112

その他 3,230 3,473

貸倒引当金 △23 △21

投資その他の資産合計 15,876 20,303

固定資産合計 41,503 46,227

資産合計 121,106 125,459
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,977 4,205

1年内償還予定の社債 - 5,000

1年内返済予定の長期借入金 7,415 6,663

リース債務 371 432

未払費用 2,842 3,147

未払法人税等 160 864

役員賞与引当金 44 58

工場閉鎖損失引当金 - 413

その他 ※3 2,234 ※3 1,729

流動負債合計 17,046 22,514

固定負債

社債 10,000 5,000

長期借入金 16,190 12,294

リース債務 927 1,151

繰延税金負債 462 852

退職給付に係る負債 32 32

役員株式給付引当金 248 288

その他 127 139

固定負債合計 27,987 19,759

負債合計 45,034 42,274

純資産の部

株主資本

資本金 9,533 9,533

資本剰余金 12,886 12,963

利益剰余金 45,531 47,945

自己株式 △2,324 △2,126

株主資本合計 65,626 68,315

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,753 6,916

繰延ヘッジ損益 △0 △2

為替換算調整勘定 5,392 7,555

退職給付に係る調整累計額 200 325

その他の包括利益累計額合計 10,346 14,795

新株予約権 99 73

純資産合計 76,072 83,184

負債純資産合計 121,106 125,459
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

売上高 ※1 54,384 ※1 63,031

売上原価 ※2,※4 37,680 ※2,※4 42,832

売上総利益 16,703 20,198

販売費及び一般管理費 ※3,※4 15,529 ※3,※4 16,095

営業利益 1,173 4,102

営業外収益

受取利息 94 108

受取配当金 317 337

為替差益 - 625

受取保険金 13 17

その他 281 371

営業外収益合計 708 1,460

営業外費用

支払利息 266 294

固定資産除却損 20 13

為替差損 79 -

社債発行費 33 -

経済補償金 - 49

その他 59 43

営業外費用合計 459 401

経常利益 1,422 5,162

特別利益

受取保険金 ※5 226 -

投資有価証券売却益 1,153 430

特別利益合計 1,380 430

特別損失

災害による損失 ※5 234 -

減損損失 ※6 629 ※6 426

工場閉鎖損失引当金繰入額 - 413

特別損失合計 864 839

税金等調整前当期純利益 1,938 4,752

法人税、住民税及び事業税 768 1,507

法人税等調整額 610 △824

法人税等合計 1,379 683

当期純利益 559 4,069

非支配株主に帰属する当期純利益 - -

親会社株主に帰属する当期純利益 559 4,069
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【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

当期純利益 559 4,069

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △253 2,163

繰延ヘッジ損益 0 △2

為替換算調整勘定 △1 2,162

退職給付に係る調整額 △8 125

その他の包括利益合計 ※1 △262 ※1 4,449

包括利益 296 8,518

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 296 8,518

非支配株主に係る包括利益 - -
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 9,533 12,886 45,451 △2,430 65,440

会計方針の変更による

累積的影響額
859 859

会計方針の変更を反映し

た当期首残高
9,533 12,886 46,310 △2,430 66,299

当期変動額

剰余金の配当 △1,337 △1,337

親会社株主に帰属する

当期純利益
559 559

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 △1 106 104

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 - - △779 106 △673

当期末残高 9,533 12,886 45,531 △2,324 65,626

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

為替換算

調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利

益累計額合計

当期首残高 5,007 △1 5,394 208 10,609 114 76,164

会計方針の変更による

累積的影響額
859

会計方針の変更を反映し

た当期首残高
5,007 △1 5,394 208 10,609 114 77,023

当期変動額

剰余金の配当 △1,337

親会社株主に帰属する

当期純利益
559

自己株式の取得 △0

自己株式の処分 104

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
△253 0 △1 △8 △262 △15 △278

当期変動額合計 △253 0 △1 △8 △262 △15 △951

当期末残高 4,753 △0 5,392 200 10,346 99 76,072
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当連結会計年度(自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 9,533 12,886 45,531 △2,324 65,626

会計方針の変更による

累積的影響額

会計方針の変更を反映し

た当期首残高
9,533 12,886 45,531 △2,324 65,626

当期変動額

剰余金の配当 △1,655 △1,655

親会社株主に帰属する

当期純利益
4,069 4,069

自己株式の取得 △518 △518

自己株式の処分 77 716 793

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 - 77 2,413 198 2,689

当期末残高 9,533 12,963 47,945 △2,126 68,315

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

為替換算

調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利

益累計額合計

当期首残高 4,753 △0 5,392 200 10,346 99 76,072

会計方針の変更による

累積的影響額

会計方針の変更を反映し

た当期首残高
4,753 △0 5,392 200 10,346 99 76,072

当期変動額

剰余金の配当 △1,655

親会社株主に帰属する

当期純利益
4,069

自己株式の取得 △518

自己株式の処分 793

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
2,163 △2 2,162 125 4,449 △26 4,423

当期変動額合計 2,163 △2 2,162 125 4,449 △26 7,112

当期末残高 6,916 △2 7,555 325 14,795 73 83,184
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 1,938 4,752

減価償却費 3,240 3,217

減損損失 629 426

退職給付に係る資産及び負債の増減額 △73 △72

工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） - 413

受取利息及び受取配当金 △412 △446

支払利息 266 294

受取保険金 △226 -

災害による損失 234 -

為替差損益（△は益） 338 △352

投資有価証券売却損益（△は益） △1,153 △430

売上債権の増減額（△は増加） △568 △2,638

棚卸資産の増減額（△は増加） 3,142 5,246

未収入金の増減額（△は増加） 501 115

仕入債務の増減額（△は減少） △579 △226

未払費用の増減額（△は減少） △159 275

その他 △175 △673

小計 6,942 9,901

利息及び配当金の受取額 412 446

利息の支払額 △251 △300

保険金の受取額 225 -

災害による損失の支払額 △35 -

法人税等の支払額 △843 △567

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,449 9,479

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △2,136 △1,613

定期預金の払戻による収入 1,144 1,470

有形固定資産の取得による支出 △3,180 △3,256

無形固定資産の取得による支出 △451 △232

投資有価証券の売却による収入 1,599 539

保険積立金の積立による支出 △311 △343

保険積立金の解約による収入 - 45

その他 △100 △334

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,435 △3,725

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △5,000 -

長期借入れによる収入 13,500 3,018

長期借入金の返済による支出 △6,114 △7,665

社債の発行による収入 5,000 -

社債の償還による支出 △5,000 -

配当金の支払額 △1,327 △1,665

自己株式の取得による支出 △0 △518

自己株式の売却による収入 89 840

その他 △235 △206

財務活動によるキャッシュ・フロー 912 △6,197

現金及び現金同等物に係る換算差額 △229 733

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,697 290

現金及び現金同等物の期首残高 18,980 22,678

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 22,678 ※1 22,968
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【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数

8社

主要な連結子会社の名称

主要な連結子会社名は、「第１ 企業の概況 ４ 関係会社の状況」に記載しているため省略しております。

(2) 主要な非連結子会社の名称

新三重精工㈱

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)および利益剰余金(持分に見合

う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響をおよぼしていないためであります。

２ 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した非連結子会社または関連会社の数および主要な会社等の名称

該当ありません。

(2) 持分法を適用しない非連結子会社または関連会社の主要な会社等の名称

新三重精工㈱

持分法を適用しない理由

持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益および利益剰余金等におよぼす影響が軽微であり、かつ

全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

(1) 連結決算日と異なる連結子会社

艾克欧東晟商貿(上海)有限公司 12月31日 ※１

優必勝(上海)精密軸承有限公司 12月31日 ※２

優必勝(蘇州)軸承有限公司 12月31日 ※２

※１ 連結決算日現在で本決算に準じた仮決算を行った財務諸表を基礎としております。

※２ 連結子会社の決算日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引は、連結上必要な

調整を行っております。

４ 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準および評価方法

① 有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外もの

時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、主に移動平均法により算定)

市場価格のない株式等

主に移動平均法による原価法

② デリバティブ

時価法

③ 棚卸資産

主に総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

定額法

主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ３～50年

機械装置及び運搬具 ５～12年
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② 無形固定資産

定額法

なお、自社利用ソフトウェアについては、主に社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によってお

ります。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、当社グループの在外連結子会社は、国際財務報告基準と米国会計基準に基づき財務諸表を作成してお

り、それぞれ国際財務報告基準第16号「リース」(以下「IFRS第16号」という。) と米国会計基準第2016-02

「リース」(以下「ASU第2016-02」という。)を適用しております。IFRS第16号とASU第2016-02により、リース

の借手は、原則としてすべてのリースを貸借対照表に資産および負債として計上しており、資産として計上さ

れた使用権資産の減価償却方法は定額法によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

主に一般債権は、貸倒れによる損失に備えるため、貸倒実績率により計上し、貸倒懸念債権等は、回収可能

性を勘案して個別評価による貸倒見積額を計上しております。

② 役員賞与引当金

役員の賞与支給に備えるため、役員賞与支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。

③ 役員株式給付引当金

株式交付信託による役員への当社株式の交付に備えるため、株式交付規程に基づき、役員に付与されたポイ

ントに応じた株式の交付見込額を計上しております。

④ 工場閉鎖損失引当金

工場閉鎖に伴い発生すると見込まれる損失に備えるため、損失発生見込額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計

上しております。

なお、当連結会計年度末において認識すべき年金資産が、退職給付債務を超過する場合には、退職給付に係る

資産として投資その他の資産に計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について

は、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(３年)

による定額法により按分した額をそれぞれ発生連結会計年度から費用処理しております。また、過去勤務費用

は、発生連結会計年度に一括償却しております。

(5) 重要な収益および費用の計上基準

当社および連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容および

当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。

当社および連結子会社は、軸受等ならびに諸機械部品の製造・販売を主な事業としており、これらの製品販売

については主に完成した製品を顧客に納入することを履行義務として識別しております。国内販売においては、

原則として顧客が製品を検収した時点で当該製品に対する支配が顧客に移転します。なお、国内販売において出

荷時から製品の支配が顧客に移転されるまでの期間が通常の期間であることから、主に出荷時に収益を認識して

おります。輸出販売においては、貿易条件に基づき、主に船積時点で収益を認識しております。収益は、顧客と

の契約において約束された対価から、値引、リベートおよび返品を控除した金額で測定しております。また、顧

客への納品後１年以内に支払いを受けているため、約束した対価の金額に重要な金融要素は含まれておりませ

ん。
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(6) 重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨換算し、換算差額は損益処理しております。

なお、在外連結子会社の資産および負債は連結決算日の直物為替相場、収益および費用は期中平均相場により

それぞれ円貨換算し、換算差額は純資産の部の「為替換算調整勘定」に含めております。

(7) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約については、振当処理の要件を充たしているものは振当

処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)

為替予約 外貨建金銭債権債務および外貨建予定取引

③ ヘッジ方針

主に当社の社内管理規程に基づき、為替変動リスクをヘッジしております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

為替予約については、ヘッジ対象に対し同一通貨建による同一期日のものをそれぞれ振当てているため、そ

の後の為替相場の変動による相関関係は確保されており、その判定をもって有効性の判定に代えておりますの

で、決算日におけるヘッジ有効性の判定は省略しております。

(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引出可能な預金、預入日より３ヵ月以内に期日到来する定期預金等、容易に換金可能で、価値

変動リスクの僅少な短期投資であります。

(9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

資産に係る控除対象外消費税等の会計処理

資産に係る控除対象外消費税等は発生連結会計年度の期間費用としております。

(重要な会計上の見積り)

１ 棚卸資産の評価

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

(単位：百万円)

前連結会計年度 当連結会計年度

棚卸資産 39,234 35,249

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループは、棚卸資産を主に総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)にて評価してお

ります。

当社グループでは、ユーザーニーズに迅速に対応するために、将来の販売予測に基づいて多品種・少ロットの棚

卸資産を計画生産しております。これらの棚卸資産は、保有期間が長期化するに伴い、販売および消費可能性が低

下することが想定されることから、入庫日から一年を超えて経過しているものを滞留在庫として評価減の対象とし

ております。当該滞留在庫の評価を適切に反映するために、在庫区分、品目区分、標準・特殊といった複数の区分

からの滞留状況の調査、過去の販売と消費の実態を勘案した将来の消費可能性の検討を行い、設定した評価率に基

づき滞留在庫に対する評価減を行っております。

評価減の認識および測定にあたっては慎重に検討しておりますが、事業計画や市場環境の変化により、その見積

りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、当社グループの財政状態および経営成績に悪影響を与える可能性

があります。
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２ 繰延税金資産の回収可能性

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

(単位：百万円)

前連結会計年度 当連結会計年度

繰延税金資産 2,516 3,419

繰延税金負債 2,806 3,931

(注)上記の繰延税金資産および繰延税金負債は、相殺前の金額を記載しております。

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループは、将来の利益計画に基づき課税所得が十分に確保できることなどの理由により、回収可能性があ

ると判断した将来減算一時差異について繰延税金資産を計上しております。

将来の収益性に係る判断は、将来の市場の動向その他の要因により影響を受けます。回収可能性の評価にあたっ

ては慎重に検討しておりますが、事業計画や市場環境の変化により、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が

生じた場合、当社グループの財政状態および経営成績に悪影響を与える可能性があります。

３ 固定資産の減損

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

(単位：百万円)

前連結会計年度 当連結会計年度

有形固定資産 23,677 23,928

無形固定資産 1,949 1,996

減損損失 629 426

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループは、管理会計上の区分に基づき資産のグルーピングを行っております。このうち、減損の兆候があ

る資産グループについて、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回

る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。

当連結会計年度においては、生産集約に伴う閉鎖の意思決定を行った工場および営業赤字が継続する在外連結子

会社２社について減損の兆候を識別し、減損テストを実施しました。減損の測定を行った結果、見積将来キャッシ

ュ・フローがマイナスとなり、回収可能価額が帳簿価額を下回ることが判明したため減損損失を計上しておりま

す。

減損の兆候の把握、減損損失の認識および測定にあたっては慎重に検討しておりますが、事業計画や市場環境の

変化により、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、当社グループの財政状態および経営成績に

悪影響を与える可能性があります。



― 64 ―

(会計方針の変更)

(未実現損益の消去方法の変更)

従来、連結会社間の棚卸資産の売買に係る未実現損益は、購入先における外貨建資産残高に売却元の利益率を乗

じた外貨額を、決算時の為替相場により円貨に換算しておりましたが、当連結会計年度より売却元の売却価格に売

却元の利益率を乗じて計算する方法に変更しております。

この変更は、為替相場の変動による影響が大きくなったことから、一時的な為替相場の変動による期間損益等の

影響を緩和し、未実現損益をより実態に近い金額で会計処理できる方法に変更するためのものであります。

当該会計方針の変更は遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。

この結果、遡及適用を行う前と比べて、前連結会計年度の連結貸借対照表は、商品及び製品が440百万円増加し、

利益剰余金が同額増加しております。前連結会計年度の連結損益計算書は、売上原価が418百万円増加し、営業利

益、経常利益および税金等調整前当期純利益が同額減少しております。

また、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書は、税金等調整前当期純利益が418百万円減少し、棚卸

資産の増減額が同額増加しております。

前連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の前期首残高は859百万円

増加しております。

なお、前連結会計年度の１株当たり純資産は6.37円増加し、１株当たり当期純利益は6.07円減少しております。

(未適用の会計基準等)

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年９月13日）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年９月13日）

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告および移管指針の改正

(1) 概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

(2) 適用予定日

2028年３月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中でありま

す。

・「金融商品会計に関する実務指針」（移管指針第９号 2025年３月11日）

(1) 概要

ベンチャーキャピタルファンド等に組み入れられた市場価格のない株式を時価評価することで、投資家に対して

有用な情報が提供されるように、上場企業等が保有するベンチャーキャピタルファンドの出資持分に係る会計上の

取扱いの見直しを定めるもの。

(2) 適用予定日

2027年３月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「金融商品会計に関する実務指針」の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ

ります。

(表示方法の変更)

(連結キャッシュ・フロー計算書)

前連結会計年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「自己株式の売却に

よる収入」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変

更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。この結果、前連結会計年度の連結

キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△145百

万円は、「自己株式の売却による収入」89百万円、「その他」△235百万円として組み替えております。
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(追加情報)

(従業員持株ＥＳＯＰ信託に関する会計処理について)

当社は、2025年11月10日開催の取締役会において、当社の成長を支える従業員に対する福利厚生制度をより一層充

実させるとともに、株価上昇へのインセンティブを付与することにより、当社の業績や株式価値に対する従業員の意

識をさらに高め、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、従業員インセンティブ・プラン「従業員持株

ＥＳＯＰ信託」の再導入を決議いたしました。

なお、2020年８月より導入しておりました「従業員持株ＥＳＯＰ信託」は、導入時に定めた信託期間の満了日であ

る2025年９月10日をもって終了いたしました。

(1) 取引の概要

「従業員持株ＥＳＯＰ信託」は、当社が「日本トムソン従業員持株会」(以下「持株会」といいます。)に加入

する従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者とする信託(以下「信託口」といいます。)を設定し、信託口

は５年間にわたり持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、予め定める取得期間中に取得し、その後毎月

一定日に持株会に売却するものであります。信託期間満了時に、株価の上昇により信託収益がある場合には、受

益者たる従業員の拠出割合に応じて金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務

が残る場合には、金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済するため、従業員の

追加負担はありません。

(2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式

として計上しております。当該自己株式の帳簿価額および株式数は、前連結会計年度172百万円、451千株、当連

結会計年度488百万円、729千株であります。

(3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

前連結会計年度45百万円、当連結会計年度518百万円

(役員向け株式交付信託に関する会計処理について)

当社は、取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）および執行役員（以下「取締役等」といいま

す。）を対象とする株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）を導入しております。

(1) 取引の概要

本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締役等に付与する

ポイントの数に相当する数の当社株式が信託を通じて各取締役等に交付される、という株式報酬制度です。

なお、取締役等が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時です。

(2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式

として計上しております。当該自己株式の帳簿価額および株式数は、前連結会計年度401百万円、841千株、当連

結会計年度354百万円、730千株であります。

(連結貸借対照表関係)

※１ 非連結子会社に対するものは、次のとおりであります。

前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

投資有価証券(株式) 147百万円 147百万円

投資有価証券(出資金) 33 〃 33 〃
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※２ 受取手形及び売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、それぞれ以下のとおりであります。

前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

受取手形 3,952百万円 4,286百万円

売掛金 10,045 〃 12,880 〃

※３ その他のうち、契約負債の金額は以下のとおりであります。

前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

前受金 152百万円 148百万円

(連結損益計算書関係)

※１ 顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益およびそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧

客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関係）１ 顧客との契約から生じる

収益を分解した情報」に記載しております。

※２ 期末棚卸高は、収益性の低下に伴う簿価切下げ後の金額であり、売上原価に棚卸資産評価損（△は洗替法によ

る戻入額）が次のとおり含まれております。

前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

1,080百万円 39百万円

※３ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

従業員給与 6,420百万円 6,750百万円

福利厚生費 1,152 〃 1,193 〃

退職給付費用 20 〃 △72 〃

荷造運搬費 709 〃 776 〃

事務費 856 〃 842 〃

賃借料 701 〃 801 〃

業務委託費 641 〃 675 〃

※４ 一般管理費および当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

1,744百万円 1,822百万円

※５ 受取保険金および災害による損失

前連結会計年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

2024年９月に発生した台風11号により、当社ベトナム子会社であるIKO THOMPSON VIETNAM CO.,LTD.において

被害が発生し、工場建物や製品在庫等に生じた被害金額を災害による損失として計上しております。また、こ

れに伴い受領した損害保険金を受取保険金として計上しております。
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※６ 減損損失

当社グループは以下の資産について減損損失を計上しました。

前連結会計年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

場所 用途 種類 減損損失(百万円)

中国 事業用資産 機械装置及び運搬具等 629

当社グループは、管理会計上の区分に基づき、資産のグルーピングを行なっております。

一部の事業用資産について、収益性の悪化により将来キャッシュ・フローが帳簿価額を下回ったため、帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。その内訳は、機

械装置及び運搬具593百万円、工具、器具及び備品８百万円、使用権資産12百万円、ソフトウェア14百万円であ

ります。

当該回収可能価額は使用価値を使用しておりますが、零として評価しております。

当連結会計年度（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

場所 用途 種類 減損損失(百万円)

神奈川県鎌倉市 事業用資産 建物及び構築物等 146

中国 事業用資産
機械装置及び運搬具、
使用権資産等

280

当社グループは、管理会計上の区分に基づき、資産のグルーピングを行なっております。

神奈川県鎌倉市の事業用資産については、岐阜県美濃市に生産集約することに伴う閉鎖の意思決定を行った

ため、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しており

ます。その内訳は、建物及び構築物140百万円、機械装置及び運搬具４百万円、その他１百万円であります。

中国の事業用資産については、収益性の悪化により将来キャッシュ・フローが帳簿価額を下回ったため、帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。その内訳は、

機械装置及び運搬具160百万円、工具、器具及び備品21百万円、使用権資産42百万円、その他55百万円でありま

す。

当該回収可能価額は使用価値を使用しておりますが、零として評価しております。
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(連結包括利益計算書関係)

※１ その他の包括利益に係る組替調整額ならびに法人税等及び税効果額

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

その他有価証券評価差額金

当期発生額 860 3,626

組替調整額 △1,153 △461

法人税等及び税効果調整前 △292 3,165

法人税等及び税効果額 39 △1,001

その他有価証券評価差額金 △253 2,163

繰延ヘッジ損益

当期発生額 104 247

組替調整額 △102 △250

法人税等及び税効果調整前 1 △3

法人税等及び税効果額 △0 0

繰延ヘッジ損益 0 △2

為替換算調整勘定

当期発生額 △1 2,162

為替換算調整勘定 △1 2,162

退職給付に係る調整額

当期発生額 157 435

組替調整額 △164 △251

法人税等及び税効果調整前 △7 183

法人税等及び税効果額 △1 △57

退職給付に係る調整額 △8 125

その他の包括利益合計 △262 4,449

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 73,501,425 ― ― 73,501,425

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 4,636,377 317 263,900 4,372,794

(注) １ 当連結会計年度期首の自己株式数には、役員向け株式交付信託および従業員持株ＥＳＯＰ信託が保有する自

社の株式が1,527,800株含まれております。

当連結会計年度末の自己株式数には、役員向け株式交付信託および従業員持株ＥＳＯＰ信託が保有する自社

の株式が1,292,900株含まれております。

２ (変動事由の概要)

増加の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加 317株

減少の内訳は、次のとおりであります。

ストック・オプションの権利行使による減少 29,000株

役員向け株式交付信託からの退任役員に対する給付による減少 40,000株

従業員持株ＥＳＯＰ信託から従業員持株会への売却による減少 194,900株
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３ 新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(百万円)当連結会計

年度期首
増加 減少

当連結会計
年度末

提出会社
ストック・オプション
としての新株予約権

― ― ― ― ― 99

合計 ― ― ― ― 99

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

2024年６月25日
定時株主総会

普通株式 668 9.50 2024年３月31日 2024年６月26日

2024年11月11日
取締役会

普通株式 669 9.50 2024年９月30日 2024年12月９日

(注) １ 2024年６月25日開催の定時株主総会の決議に基づく「配当金の総額」には、役員向け株式交付信託および従

業員持株ＥＳＯＰ信託が基準日現在に所有する当社株式1,527,800株に対する配当金14百万円を含めておりま

す。

２ 2024年11月11日開催の取締役会の決議に基づく「配当金の総額」には、役員向け株式交付信託および従業員

持株ＥＳＯＰ信託が基準日現在に所有する当社株式1,399,700株に対する配当金13百万円を含めております。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2025年６月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 669 9.50 2025年３月31日 2025年６月30日

(注) 「配当金の総額」には、役員向け株式交付信託および従業員持株ＥＳＯＰ信託が基準日現在に所有する当社株式

1,292,900株に対する配当金12百万円を含めております。

当連結会計年度(自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 73,501,425 ― ― 73,501,425

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 4,372,794 774,666 1,428,700 3,718,760

(注) １ 当連結会計年度期首の自己株式数には、役員向け株式交付信託および従業員持株ＥＳＯＰ信託が保有する自

社の株式が1,292,900株含まれております。

当連結会計年度末の自己株式数には、役員向け株式交付信託および従業員持株ＥＳＯＰ信託が保有する自社

の株式が1,460,100株含まれております。

２ (変動事由の概要)

増加の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加 466株

従業員持株ＥＳＯＰ信託の取得による増加 774,200株

減少の内訳は、次のとおりであります。

ストック・オプションの権利行使による減少 47,500株

役員向け株式交付信託からの退任役員に対する給付による減少 111,300株

従業員持株ＥＳＯＰ信託への処分による減少 774,200株

従業員持株ＥＳＯＰ信託から従業員持株会への売却による減少 495,700株
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３ 新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(百万円)当連結会計

年度期首
増加 減少

当連結会計
年度末

提出会社
ストック・オプション
としての新株予約権

― ― ― ― ― 73

合計 ― ― ― ― 73

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

2025年６月27日
定時株主総会

普通株式 669 9.50 2025年３月31日 2025年６月30日

2025年11月10日
取締役会

普通株式 986 14.00 2025年９月30日 2025年12月８日

(注) １ 2025年６月27日開催の定時株主総会の決議に基づく「配当金の総額」には、役員向け株式交付信託および従

業員持株ＥＳＯＰ信託が基準日現在に所有する当社株式1,292,900株に対する配当金12百万円を含めておりま

す。

２ 2025年11月10日開催の取締役会の決議に基づく「配当金の総額」には、役員向け株式交付信託および従業員

持株ＥＳＯＰ信託が基準日現在に所有する当社株式730,600株に対する配当金10百万円を含めております。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

2026年６月26日開催の定時株主総会の議案として、次の通り付議する予定です。

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2026年６月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 1,104 15.50 2026年３月31日 2026年６月29日

(注) 「配当金の総額」には、役員向け株式交付信託および従業員持株ＥＳＯＰ信託が基準日現在に所有する当社株式

1,460,100株に対する配当金22百万円を含めております。

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

現金及び預金勘定 24,434百万円 25,002百万円

預入期間が３ヵ月超の定期預金 △1,756 〃 △2,034 〃

現金及び現金同等物 22,678百万円 22,968百万円

(リース取引関係)

１ ファイナンス・リース取引

(借主側)

所有権移転外ファイナンス・リース取引ならびにIFRS第16号「リース」およびASU第2016-02「リース」

① リース資産の内容

有形固定資産

主として、太陽光発電設備、在外子会社のオフィス賃貸によるものであります。

② リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４ 会計方針に関する事項 (2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法」に記載のとおりであります。
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２ オペレーティング・リース取引

(借主側)

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

１年内 1百万円 0百万円

１年超 0 〃 － 〃

合計 2百万円 0百万円

(金融商品関係)

１ 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については安全かつ短期的な金融商品に限定し、銀行等金融機関からの借入および社

債により資金を調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取

引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容およびそのリスクならびにリスク管理体制

受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、与信管理を行いリスクを低減しております。

また、外貨建ての売上債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、為替予約を利用してリスクヘッジしてお

ります。投資有価証券は主として株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、上場株式については

四半期ごとに時価の把握を行っております。

借入金および社債の使途は運転資金および設備投資資金であり、固定金利での調達により金利変動リスクをヘッ

ジしております。

資金調達に係る流動性リスクについては、当社および一部の連結子会社において適時に資金繰計画を作成・更新

するなどの方法により管理しております。

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っており、また、デリバティ

ブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当

該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約

額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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２ 金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。

前連結会計年度(2025年３月31日)

連結貸借対照表
計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

(1) 投資有価証券 10,496 10,496 ―

資産計 10,496 10,496 ―

(1) 社債 10,000 9,837 △163

(2) 長期借入金 23,605 22,247 △1,358

(3) リース債務 1,298 1,293 △4

負債計 34,903 33,378 △1,525

デリバティブ取引 (0) (0) ―

当連結会計年度(2026年３月31日)

連結貸借対照表
計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

(1) 投資有価証券 13,574 13,574 ―

資産計 13,574 13,574 ―

(1) 社債 10,000 9,827 △173

(2) 長期借入金 18,958 16,754 △2,203

(3) リース債務 1,584 1,576 △7

負債計 30,542 28,158 △2,383

デリバティブ取引 (3) (3) ―

※１ 「現金及び預金」については、現金であること、および預金は短期間で決済されるため時価が簿価に近似する

ことから、注記を省略しております。また「受取手形及び売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入

金」についても預金と同様の理由から、注記を省略しております。

※２ 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計

上額は以下のとおりであります。

区分 前連結会計年度(百万円) 当連結会計年度(百万円)

非上場株式 613 613

投資事業有限責任組合への出資 ― 209

※３ デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ

いては、（）で示しております。

(注) １ 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(2025年３月31日)

１年以内
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

現金及び預金 24,434 ― ― ―

受取手形及び売掛金 13,997 ― ― ―

合計 38,432 ― ― ―

当連結会計年度(2026年３月31日)

１年以内
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

現金及び預金 25,002 ― ― ―

受取手形及び売掛金 17,167 ― ― ―

合計 42,170 ― ― ―
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(注) ２ 社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度(2025年３月31日)

１年以内
(百万円)

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

５年超
(百万円)

社債 ― 5,000 ― ― 5,000 ―

長期借入金 7,415 6,060 5,170 3,660 1,300 ―

リース債務 371 263 256 250 137 18

合計 7,786 11,323 5,426 3,910 6,437 18

当連結会計年度(2026年３月31日)

１年以内
(百万円)

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

５年超
(百万円)

社債 5,000 ― ― 5,000 ― ―

長期借入金 6,663 5,773 4,263 1,903 353 ―

リース債務 432 400 360 280 94 16

合計 12,096 6,173 4,624 7,183 447 16

３ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の３つのレベルに分

類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算

定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係

るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す

るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

前連結会計年度(2025年３月31日)

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 10,496 ― ― 10,496

資産計 10,496 ― ― 10,496

デリバティブ取引

通貨関連 ― 0 ― 0

負債計 ― 0 ― 0
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当連結会計年度(2026年３月31日)

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 13,574 ― ― 13,574

資産計 13,574 ― ― 13,574

デリバティブ取引

通貨関連 ― 3 ― 3

負債計 ― 3 ― 3

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前連結会計年度(2025年３月31日)

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

社債 ― 9,837 ― 9,837

長期借入金 ― 22,247 ― 22,247

リース債務 ― 1,293 ― 1,293

負債計 ― 33,378 ― 33,378

当連結会計年度(2026年３月31日)

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

社債 ― 9,827 ― 9,827

長期借入金 ― 16,754 ― 16,754

リース債務 ― 1,576 ― 1,576

負債計 ― 28,158 ― 28,158

(注) 時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

投資有価証券は全て上場株式であり相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されてい

るため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

社債

当社の発行する社債の時価は、相場価格に基づき算定しております。社債の公正価値は、市場価格があるものの

活発な市場で取引されているわけではないため、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金

長期借入金は原則として固定金利によっており、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利

率で割り引いて現在価値を算定し、レベル２の時価に分類しております。

リース債務

リース債務の時価については、新規にリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いて現在価値を算定し

ており、レベル２の時価に分類しております。

デリバティブ取引

為替予約の時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づいて算定しており、レベル２の時価に分類して

おります。
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(有価証券関係)

１ その他有価証券

前連結会計年度(2025年３月31日)

区分
連結決算日における
連結貸借対照表計上額

(百万円)

取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株式 9,422 2,455 6,967

小計 9,422 2,455 6,967

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 1,074 1,285 △211

小計 1,074 1,285 △211

合計 10,496 3,740 6,755

当連結会計年度(2026年３月31日)

区分
連結決算日における
連結貸借対照表計上額

(百万円)

取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株式 13,574 3,653 9,920

小計 13,574 3,653 9,920

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計 13,574 3,653 9,920

２ 連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

区分
売却額
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額
(百万円)

株式 1,599 1,153 ―

合計 1,599 1,153 ―

当連結会計年度(自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)

区分
売却額
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額
(百万円)

株式 539 430 ―

合計 539 430 ―
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(デリバティブ取引関係)

１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前連結会計年度(2025年３月31日)

ヘッジ会計の
方法

デリバティブ
取引の種類等

ヘッジ対象
契約額等
(百万円)

契約額等のうち
１年超
(百万円)

時価
(百万円)

為替予約等の振当処理

為替予約取引

売掛金 (注)

売建 米ドル ― ―

ユーロ 399 ―

ポンド 57 ―

人民元 679 ―

（注）為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、
その時価は、当該受取手形及び売掛金の時価に含めて記載しております。

当連結会計年度(2026年３月31日)

ヘッジ会計の
方法

デリバティブ
取引の種類等

ヘッジ対象
契約額等
(百万円)

契約額等のうち
１年超
(百万円)

時価
(百万円)

為替予約等の振当処理

為替予約取引

売掛金 (注)

売建 米ドル ― ―

ユーロ 382 ―

ポンド 47 ―

人民元 895 ―

（注）為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、
その時価は、当該受取手形及び売掛金の時価に含めて記載しております。

(退職給付関係)

１ 採用している退職給付制度の概要

当社および主要な連結子会社は、退職一時金制度、確定給付企業年金制度および確定拠出制度を併用しておりま

す。

２ 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

退職給付債務の期首残高 7,546 7,093

勤務費用 364 317

利息費用 50 98

数理計算上の差異の発生額 △427 △386

退職給付の支払額 △438 △340

その他 △1 29

退職給付債務の期末残高 7,093 6,812
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(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

年金資産の期首残高 8,592 8,449

期待運用収益 166 163

数理計算上の差異の発生額 △190 265

事業主からの拠出額 322 325

退職給付の支払額 △438 △340

その他 △1 28

年金資産の期末残高 8,449 8,892

(3) 退職給付債務および年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債および退職給付

に係る資産の調整表
(単位：百万円)

前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

積立型制度の退職給付債務 7,093 6,812

年金資産 △8,449 △8,892

△1,355 △2,079

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △1,355 △2,079

退職給付に係る負債 32 32

退職給付に係る資産 △1,388 △2,112

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △1,355 △2,079

(4) 退職給付費用およびその内訳項目の金額
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

勤務費用 364 317

利息費用 50 98

期待運用収益 △166 △163

数理計算上の差異の費用処理額 △243 △465

確定給付制度に係る退職給付費用 5 △212

(5) 退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目（法人税等及び税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

数理計算上の差異 △7 183

合計 △7 183

(6) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（法人税等及び税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
(単位：百万円)

前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

未認識数理計算上の差異 295 478

合計 295 478
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(7) 年金資産に関する事項

① 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

債券 31％ 26％

株式 29％ 16％

一般勘定 20％ 36％

その他 20％ 22％

合計 100％ 100％

② 長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在および予想される年金資産の配分と、年金資産を構

成する多様な資産からの現在および将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

割引率 1.5％ 2.2％

長期期待運用収益率 2.0％ 2.0％

３ 確定拠出制度

当社および連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度85百万円、当連結会計年度94百万円であり

ます。

(ストック・オプション等関係)

１ ストック・オプションにかかる費用計上額および科目名

該当事項はありません。

２ ストック・オプションの内容、規模およびその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

第１回新株予約権 第２回新株予約権

会社名 提出会社 提出会社

決議年月日 2015年６月26日 2016年７月19日

付与対象者の区分および人数
当社取締役（社外取締役を除く）８名
当社執行役員 ４名

当社取締役（社外取締役を除く）７名
当社執行役員 ７名

株式の種類および付与数 普通株式 31,000株 普通株式 62,000株

付与日 2015年７月13日 2016年８月４日

権利確定条件 権利確定条件は定められておりません。 権利確定条件は定められておりません。

対象勤務期間 対象勤務期間は定められておりません。 対象勤務期間は定められておりません。

権利行使期間 2015年７月14日～2045年７月13日 2016年８月５日～2046年８月４日

第３回新株予約権 第４回新株予約権

会社名 提出会社 提出会社

決議年月日 2017年７月18日 2018年７月17日

付与対象者の区分および人数
当社取締役（社外取締役を除く）７名
当社執行役員 10名

当社取締役（社外取締役を除く）６名
当社執行役員 ９名

株式の種類および付与数 普通株式 79,400株 普通株式 69,500株

付与日 2017年８月３日 2018年８月２日

権利確定条件 権利確定条件は定められておりません。 権利確定条件は定められておりません。

対象勤務期間 対象勤務期間は定められておりません。 対象勤務期間は定められておりません。

権利行使期間 2017年８月４日～2047年８月３日 2018年８月３日～2048年８月２日
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第６回新株予約権

会社名 提出会社

決議年月日 2019年７月16日

付与対象者の区分および人数
当社取締役（社外取締役を除く）６名
当社執行役員 10名

株式の種類および付与数 普通株式 98,000株

付与日 2019年７月31日

権利確定条件 権利確定条件は定められておりません。

対象勤務期間 対象勤務期間は定められておりません。

権利行使期間 2019年８月１日～2049年７月31日

(2) ストック・オプションの規模およびその変動状況

当連結会計年度(2026年３月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの

数については、株式数に換算して記載しております。

① ストック・オプションの数

第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権 第６回新株予約権

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 2015年６月26日 2016年７月19日 2017年７月18日 2018年７月17日 2019年７月16日

権利確定前(株)

前連結会計年度末 ― ― ― ― ―

付与 ― ― ― ― ―

失効 ― ― ― ― ―

権利確定 ― ― ― ― ―

未確定残 ― ― ― ― ―

権利確定後(株)

前連結会計年度末 8,000 27,000 43,000 43,500 67,000

権利確定 ― ― ― ― ―

権利行使 ― 4,000 14,500 12,000 17,000

失効 ― ― ― ― ―

未行使残 8,000 23,000 28,500 31,500 50,000

② 単価情報

第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権 第６回新株予約権

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 2015年６月26日 2016年７月19日 2017年７月18日 2018年７月17日 2019年７月16日

権利行使価格(円) 1 1 1 1 1

行使時平均株価(円) ― 498 510 510 510

付与日における
公正な評価単価(円)

583 264 583 766 436

３ ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用してお

ります。
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(税効果会計関係)

１ 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

繰延税金資産

棚卸資産評価減および未実現利益 2,623百万円 3,138百万円

未払費用(賞与) 398 〃 459 〃

税務上の繰越欠損金(注)２ 237 〃 242 〃

減損損失 804 〃 813 〃

入会金評価損 61 〃 55 〃

その他 539 〃 828 〃

繰延税金資産小計 4,664百万円 5,537百万円

税務上の繰越欠損金にかかる評価性引当額(注)２ △206 〃 △218 〃

将来減算一時差異等の合計にかかる評価性引当額 △1,941 〃 △1,899 〃

評価性引当額小計(注)１ △2,147百万円 △2,118百万円

繰延税金資産合計 2,516百万円 3,419百万円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △2,002百万円 △3,003百万円

退職給付に係る資産 △327 〃 △499 〃

その他 △477 〃 △427 〃

繰延税金負債合計 △2,806百万円 △3,931百万円

繰延税金資産純額 △290百万円 △511百万円

(注) １ 評価性引当額が29百万円減少しております。この減少の主な内容は、当社において棚卸資産評価減におけ

る評価性引当額を30百万円取り崩したことに伴うものであります。

２ 税務上の繰越欠損金およびその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前連結会計年度(2025年３月31日)

１年以内
(百万円)

１年超
２年以内
(百万円)

２年超
３年以内
(百万円)

３年超
４年以内
(百万円)

４年超
５年以内
(百万円)

５年超
(百万円)

合計
(百万円)

税務上の
繰越欠損金 ※

50 67 2 － 88 28 237

評価性引当額 △50 △67 △2 － △85 － △206

繰延税金資産 － － － － 3 28 31

※ 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

当連結会計年度(2026年３月31日)

１年以内
(百万円)

１年超
２年以内
(百万円)

２年超
３年以内
(百万円)

３年超
４年以内
(百万円)

４年超
５年以内
(百万円)

５年超
(百万円)

合計
(百万円)

税務上の
繰越欠損金 ※

69 2 － 87 55 27 242

評価性引当額 △69 △2 － △87 △55 △4 △218

繰延税金資産 － － － － － 23 23

※ 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

法定実効税率 30.6％ 30.6％

（調整）

住民税均等割等 2.0％ 0.8％

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.3％ 0.8％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.8％ 0.2％

役員賞与引当金 △0.3％ 0.1％

評価性引当額の増減 44.2％ △12.4％

法人税額の特別控除等 △3.4％ △2.6％

税率変更による影響 △2.6％ △0.5％

海外子会社税率差異 △1.9％ △1.8％

その他 1.0％ △0.8％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 71.1％ 14.4％

(注) １ 「会計方針の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より未実現損益の消去方法を変更しており、前連結

会計年度の関連する数値については、遡及適用後の数値を記載しております。

(収益認識関係)

１ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループの主たる地域別の収益の分解と製品との関連は次のとおりであります。

前連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

（単位：百万円）

日本 米国 欧州 中国 その他 計

軸受等 21,108 7,766 5,950 7,067 6,074 47,966

諸機械部品 5,808 331 121 83 73 6,417

計 26,916 8,097 6,071 7,150 6,147 54,384

(注) １ 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。

２ 売上高は顧客との契約から生じる収益であり、その他の収益はありません。

当連結会計年度(自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)

（単位：百万円）

日本 米国 欧州 中国 その他 計

軸受等 22,921 8,974 6,545 10,965 7,127 56,533

諸機械部品 5,605 420 144 220 107 6,497

計 28,527 9,395 6,689 11,185 7,234 63,031

(注) １ 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。

２ 売上高は顧客との契約から生じる収益であり、その他の収益はありません。

２ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項） ４ 会計方針

に関する事項（5）重要な収益および費用の計上基準」に記載のとおりです。
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３ 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係ならびに当連結会計年

度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額および時期に関

する情報

(1) 契約資産および契約負債の残高等

（単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権(期首残高)
受取手形及び売掛金

13,435 13,997

顧客との契約から生じた債権(期末残高)
受取手形及び売掛金

13,997 17,167

契約負債(期首残高)
前受金

234 152

契約負債(期末残高)
前受金

152 148

契約負債は主に、製品の引渡し前に顧客から受け取った対価であり、連結貸借対照表上、流動負債の「その

他」に含まれております。

過去の期間に充足(または部分的に充足)した履行義務から、前連結会計年度および当連結会計年度に認識した

収益（主に、取引価格の変動）の額に重要性はありません。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格

当社および連結子会社では、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上の便法

を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重

要な変動対価の額等はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループは、軸受等ならびに諸機械部品の製造・販売事業の単一セグメントであり重要性が乏しいため、記

載を省略しております。

【関連情報】

前連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

１ 製品およびサービスごとの情報

軸受等 諸機械部品 合計

外部顧客への売上高(百万円) 47,966 6,417 54,384

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

日本
(百万円)

米国
(百万円)

欧州
(百万円)

中国
(百万円)

その他
(百万円)

合計
(百万円)

26,916 8,097 6,071 7,150 6,147 54,384

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

日本
(百万円)

ベトナム
(百万円)

その他
(百万円)

合計
(百万円)

18,737 3,578 1,362 23,677

３ 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略してお

ります。

当連結会計年度(自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)

１ 製品およびサービスごとの情報

軸受等 諸機械部品 合計

外部顧客への売上高(百万円) 56,533 6,497 63,031

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

日本
(百万円)

米国
(百万円)

欧州
(百万円)

中国
(百万円)

その他
(百万円)

合計
(百万円)

28,527 9,395 6,689 11,185 7,234 63,031

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

日本
(百万円)

ベトナム
(百万円)

その他
(百万円)

合計
(百万円)

18,910 3,402 1,615 23,928
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３ 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略してお

ります。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当社グループは、軸受等ならびに諸機械部品の製造・販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略して

おります。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当社グループは、軸受等ならびに諸機械部品の製造・販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略して

おります。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

該当事項はありません。

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

１株当たり純資産額 1,099.01円 1,191.00円

１株当たり当期純利益 8.11円 58.51円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 8.09円 58.39円

(注) １ １株当たり当期純利益および潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。

項目
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

１株当たり当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 559 4,069

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する

当期純利益(百万円)
559 4,069

普通株式の期中平均株式数(株) 69,017,657 69,545,918

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益調整額(百万円) ― ―

普通株式増加数(株) 192,998 148,018

(うち新株予約権)(株) (192,998) (148,018)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要

―
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２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 76,072 83,184

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 99 73

(うち新株予約権)(百万円) (99) (73)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 75,972 83,111

１株当たり純資産額の算定に用いられた
期末の普通株式の数(株)

69,128,631 69,782,665

３ 株主資本において自己株式として計上されている役員向け株式交付信託および従業員持株ＥＳＯＰ信託に残

存する自社の株式は、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に

含めており、また、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めてお

ります。１株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前連結会計年度

1,399,158株、当連結会計年度1,173,750株であり、１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の

期末株式数は、前連結会計年度1,292,900株、当連結会計年度1,460,100株であります。

４ 「会計方針の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より未実現損益の消去方法を変更しており、前連結

会計年度の関連する数値については、遡及適用後の数値を記載しております。

(重要な後発事象)

(自己株式の取得)

当社は、2026年５月11日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同

法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しました。

１ 自己株式の取得を行う理由

当社は、「中期経営計画2026」における株主還元方針として、総還元性向50％以上を目標に設定しております。

この方針に基づき、機動的な資本政策の遂行と株主還元の充実および資本効率の向上を図るため、自己株式の取得

を行うものです。

２ 取得に係る事項の内容

(1)取得する株式の種類 普通株式

(2)取得する株式の総数 1,424,900株（上限）

(3)株式の取得価額の総額 1,600百万円（上限）

(4)取得期間 2026年５月12日から2026年９月30日

(5)取得方法 東京証券取引所における市場買付
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名 銘柄 発行年月日
当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保 償還期限

日本トムソン㈱ 第10回無担保社債
2021年
４月26日

5,000
5,000
(5,000)

0.47 無担保
2026年
４月24日

〃
第11回無担保社債

(サステナビリティ・
リンク・ボンド)

2024年
９月12日

5,000 5,000 1.43 無担保
2029年
９月12日

合計 ― ― 10,000
10,000
(5,000)

― ― ―

(注) １ 「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。

２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額

１年以内
(百万円)

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

5,000 ― ― 5,000 ―

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 ― ― ― ―

１年以内に返済予定の長期借入金 7,415 6,663 0.84 ―

１年以内に返済予定のリース債務 371 432 1.80 ―

長期借入金(１年以内に返済予定の
ものを除く)

16,190 12,294 0.98
2027年５月28日から
2030年12月13日

リース債務(１年以内に返済予定の
ものを除く)

927 1,151 1.56
2027年４月５日から
2033年９月９日

その他有利子負債 ― ― ― ―

合計 24,903 20,542 ― ―

(注) １ 平均利率は、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２ リース債務の平均利率については、当社および国内子会社は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除す

る前のリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、在外子会社のリース債務に対する平均利率を記載

しております。

３ 長期借入金およびリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの

返済予定額の総額

区分
１年超２年以内

(百万円)
２年超３年以内

(百万円)
３年超４年以内

(百万円)
４年超５年以内

(百万円)

長期借入金 5,773 4,263 1,903 353

リース債務 400 360 280 94

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首および当連結会計

年度末における負債および純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
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(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

中間連結会計期間 当連結会計年度

売上高(百万円) 30,254 63,031

税金等調整前
中間(当期)純利益(百万円)

1,792 4,752

親会社株主に帰属する
中間(当期)純利益(百万円)

1,706 4,069

１株当たり
中間(当期)純利益(円)

24.62 58.51

(注) １株当たり中間(当期)純利益の算定に用いられた「普通株式の期中平均株式数」の算出に当たり、役員向け

株式交付信託および従業員持株ＥＳＯＰ信託が所有する当社株式数を、控除する自己株式数に含めておりま

す。
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(2025年３月31日)

当事業年度
(2026年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,650 13,202

受取手形 92 -

電子記録債権 3,535 4,043

売掛金 8,613 10,528

商品及び製品 14,196 11,139

仕掛品 7,672 7,098

原材料及び貯蔵品 7,010 6,216

未収入金 1,377 797

1年内回収予定の関係会社長期貸付金 842 959

その他 235 288

流動資産合計 56,228 54,273

固定資産

有形固定資産

建物 4,994 5,021

構築物 310 322

機械及び装置 8,681 9,011

車両運搬具 13 10

工具、器具及び備品 639 724

土地 2,793 2,794

リース資産 355 360

建設仮勘定 857 574

有形固定資産合計 18,644 18,820

無形固定資産 832 862

投資その他の資産

投資有価証券 10,516 13,821

関係会社株式 2,523 2,523

関係会社出資金 4,580 4,580

関係会社長期貸付金 3,003 2,355

前払年金費用 1,061 1,598

その他 2,866 3,140

貸倒引当金 △1,976 △2,213

投資その他の資産合計 22,576 25,807

固定資産合計 42,053 45,490

資産合計 98,281 99,764
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(単位：百万円)

前事業年度
(2025年３月31日)

当事業年度
(2026年３月31日)

負債の部

流動負債

電子記録債務 472 305

買掛金 2,367 2,543

1年内償還予定の社債 - 5,000

1年内返済予定の長期借入金 7,415 6,663

リース債務 43 33

未払金 967 705

未払費用 2,635 2,770

未払法人税等 118 777

役員賞与引当金 44 58

工場閉鎖損失引当金 - 413

資産除去債務 - 77

その他 787 455

流動負債合計 14,852 19,802

固定負債

社債 10,000 5,000

長期借入金 16,190 12,294

リース債務 80 100

繰延税金負債 593 1,450

役員株式給付引当金 248 288

資産除去債務 23 24

その他 27 27

固定負債合計 27,164 19,185

負債合計 42,016 38,988

純資産の部

株主資本

資本金 9,533 9,533

資本剰余金

資本準備金 12,887 12,887

その他資本剰余金 - 77

資本剰余金合計 12,887 12,964

利益剰余金

利益準備金 1,416 1,416

その他利益剰余金

配当準備積立金 1,510 1,510

退職手当積立金 500 500

別途積立金 18,500 18,500

繰越利益剰余金 9,536 11,624

利益剰余金合計 31,463 33,551

自己株式 △2,324 △2,126

株主資本合計 51,559 53,922

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4,606 6,782

繰延ヘッジ損益 △0 △2

評価・換算差額等合計 4,605 6,780

新株予約権 99 73

純資産合計 56,264 60,776

負債純資産合計 98,281 99,764
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②【損益計算書】

(単位：百万円)
前事業年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

売上高 ※1 42,593 ※1 49,461

売上原価 ※1 33,442 ※1 37,549

売上総利益 9,151 11,911

販売費及び一般管理費 ※1,※2 9,776 ※1,※2 10,128

営業利益又は営業損失（△） △625 1,783

営業外収益

受取利息及び配当金 ※1 803 ※1 2,403

為替差益 - 614

受取手数料 ※1 26 ※1 51

受取保険金 13 17

関係会社貸倒引当金戻入額 22 -

その他 ※1 248 ※1 308

営業外収益合計 1,114 3,395

営業外費用

支払利息 168 188

社債利息 72 95

固定資産除却損 20 13

為替差損 73 -

関係会社貸倒引当金繰入額 - 239

社債発行費 33 -

その他 19 47

営業外費用合計 387 583

経常利益 101 4,595

特別利益

投資有価証券売却益 1,153 414

特別利益合計 1,153 414

特別損失

関係会社出資金評価損 ※3 1,787 -

減損損失 - ※4 146

工場閉鎖損失引当金繰入額 - 413

特別損失合計 1,787 559

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △533 4,450

法人税、住民税及び事業税 376 857

法人税等調整額 △89 △151

法人税等合計 287 706

当期純利益又は当期純損失（△） △820 3,743
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【製造原価明細書】

前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

Ⅰ 材料費 10,534 40.3 10,733 39.3

Ⅱ 労務費 5,392 20.6 5,648 20.7

Ⅲ 経費 ※１ 10,237 39.1 10,928 40.0

当期総製造費用 26,164 100.0 27,310 100.0

半製品・仕掛品期首棚卸高 11,151 9,781

合計 37,316 37,092

半製品・仕掛品期末棚卸高 9,781 8,609

当期製品製造原価 ※２ 27,534 28,482

(注) ※１ 主な内訳は、次のとおりであります。

項目 前事業年度(百万円) 当事業年度(百万円)

外注加工費 3,286 3,331

減価償却費 1,946 1,950

業務委託費 2,669 3,031

※２ 当期製品製造原価と売上原価の調整表

区分 前事業年度(百万円) 当事業年度(百万円)

当期製品製造原価 27,534 28,482

製品期首棚卸高 11,532 11,828

当期製品仕入高 3,169 3,643

合計 42,237 43,954

製品期末棚卸高 11,828 9,382

製品売上原価 30,409 34,572

商品売上原価 3,033 2,977

売上原価 33,442 37,549

(原価計算の方法)

当社の原価計算は、総合原価計算による実際原価計算であります。
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本

剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計配当準備積

立金

退職手当積

立金
別途積立金

繰越利益剰

余金

当期首残高 9,533 12,887 ― 12,887 1,416 1,510 500 18,500 11,695 33,622

当期変動額

剰余金の配当 △1,337 △1,337

当期純損失（△） △820 △820

自己株式の取得

自己株式の処分 △1 △1

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― ― ― △2,159 △2,159

当期末残高 9,533 12,887 ― 12,887 1,416 1,510 500 18,500 9,536 31,463

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権純資産合計
自己株式

株主資本合

計

その他有価

証券評価差

額金

繰延ヘッジ

損益

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △2,430 53,612 4,843 △1 4,842 114 58,569

当期変動額

剰余金の配当 △1,337 △1,337

当期純損失（△） △820 △820

自己株式の取得 △0 △0 △0

自己株式の処分 106 104 104

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
△237 0 △236 △15 △251

当期変動額合計 106 △2,053 △237 0 △236 △15 △2,305

当期末残高 △2,324 51,559 4,606 △0 4,605 99 56,264
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当事業年度(自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本

剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計配当準備積

立金

退職手当積

立金
別途積立金

繰越利益剰

余金

当期首残高 9,533 12,887 ― 12,887 1,416 1,510 500 18,500 9,536 31,463

当期変動額

剰余金の配当 △1,655 △1,655

当期純利益 3,743 3,743

自己株式の取得

自己株式の処分 77 77

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― 77 77 ― ― ― ― 2,087 2,087

当期末残高 9,533 12,887 77 12,964 1,416 1,510 500 18,500 11,624 33,551

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権純資産合計
自己株式

株主資本合

計

その他有価

証券評価差

額金

繰延ヘッジ

損益

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △2,324 51,559 4,606 △0 4,605 99 56,264

当期変動額

剰余金の配当 △1,655 △1,655

当期純利益 3,743 3,743

自己株式の取得 △518 △518 △518

自己株式の処分 716 793 793

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
2,176 △2 2,174 △26 2,148

当期変動額合計 198 2,363 2,176 △2 2,174 △26 4,511

当期末残高 △2,126 53,922 6,782 △2 6,780 73 60,776
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１ 有価証券の評価基準および評価方法

(1) 子会社株式および関連会社株式

移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

２ デリバティブの評価基準および評価方法

時価法

３ 棚卸資産の評価基準および評価方法

総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

４ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定額法

主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 31年

機械及び装置 12年

(2) 無形固定資産

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっておりま

す。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

５ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

一般債権は、貸倒れによる損失に備えるため、貸倒実績率により計上し、貸倒懸念債権等は、回収可能性を勘

案して個別評価による貸倒見積額を計上しております。

(2) 役員賞与引当金

役員の賞与支給に備えるため、役員賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上

しております。

なお、当事業年度末における年金資産が、退職給付債務から数理計算上の差異等を控除した額を超過している

ため、前払年金費用として投資その他の資産に計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付

算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(３年)による

定額法により按分した額をそれぞれ発生事業年度から費用処理しております。また、過去勤務費用は、発生事業

年度に一括償却しております。
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(4) 役員株式給付引当金

株式交付信託による役員への当社株式の交付に備えるため、株式交付規程に基づき、役員に付与されたポイン

トに応じた株式の交付見込額を計上しております。

(5) 工場閉鎖損失引当金

工場閉鎖に伴い発生すると見込まれる損失に備えるため、損失発生見込額を計上しております。

６ 収益および費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容および当該履行義務を充

足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。

当社は、軸受等ならびに諸機械部品の製造・販売を主な事業としており、これらの製品販売については主に完

成した製品を顧客に納入することを履行義務として識別しております。国内販売においては、原則として顧客が

製品を検収した時点で当該製品に対する支配が顧客に移転します。なお、国内販売において出荷時から製品の支

配が顧客に移転されるまでの期間が通常の期間であることから、主に出荷時に収益を認識しております。輸出販

売においては、貿易条件に基づき、主に船積時点で収益を認識しております。収益は、顧客との契約において約

束された対価から、値引、リベートおよび返品を控除した金額で測定しております。また、顧客への納品後１年

以内に支払いを受けているため、約束した対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。

７ ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約については、振当処理の要件を充たしているものは振当処

理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)

為替予約 外貨建金銭債権債務および外貨建予定取引

(3) ヘッジ方針

当社の社内管理規程に基づき、為替変動リスクをヘッジしております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

為替予約については、ヘッジ対象に対し同一通貨建による同一期日のものをそれぞれ振当てているため、その

後の為替相場の変動による相関関係は確保されており、その判定をもって有効性の判定に代えておりますので、

決算日におけるヘッジ有効性の判定は省略しております。

８ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこ

れらの会計処理の方法と異なっております。

(2) 資産に係る控除対象外消費税等の会計処理

資産に係る控除対象外消費税等は発生事業年度の期間費用としております。

(重要な会計上の見積り)

１ 棚卸資産の評価

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

(単位：百万円)

前事業年度 当事業年度

棚卸資産 28,879 24,453

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)１ 棚卸資産の評価」に記載した内容と同一であります。
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２ 繰延税金資産の回収可能性

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

(単位：百万円)

前事業年度 当事業年度

繰延税金資産 1,677 2,001

繰延税金負債 2,271 3,452

(注)上記の繰延税金資産および繰延税金負債は、相殺前の金額を記載しております。

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)２ 繰延税金資産の回収可能性」に記載した内容と同一で

あります。

３ 固定資産の減損

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

(単位：百万円)

前事業年度 当事業年度

有形固定資産 18,644 18,820

無形固定資産 832 862

減損損失 ― 146

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)３ 固定資産の減損」に記載した内容と同一であります。

４ 関係会社投融資の評価

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

(単位：百万円)

前事業年度 当事業年度

１年内回収予定の
関係会社長期貸付金

842 959

関係会社株式 2,523 2,523

関係会社出資金 4,580 4,580

関係会社長期貸付金 3,003 2,355

貸倒引当金 △1,956 △2,195

関係会社貸倒引当金戻入益 22 ―

関係会社貸倒引当金繰入額 ― 239

関係会社出資金評価損 1,787 ―

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

市場価格のない関係会社株式および関係会社出資金については、実質価額が投資額に対して著しく低下した場

合には、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、実質価額まで評価損を計上しております。

関係会社に対する貸付金については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を貸倒引当金として計上し

ております。

これらの見積りは、翌事業年度の関係会社の財政状態および経営成績が悪化した場合や、事業計画や市場環境

の変化により、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、当社の財政状態および経営成績に悪影

響を与える可能性があります。
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(追加情報)

(役員向け株式交付信託および従業員持株ＥＳＯＰ信託に関する会計処理について)

取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)等および従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付

する取引に関する注記については、連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているので、注記を

省略しております。

(貸借対照表関係)

１ 関係会社に対する金銭債権または金銭債務

区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権または金銭債務の金額は、次のとおりであります。

前事業年度
(2025年３月31日)

当事業年度
(2026年３月31日)

短期金銭債権 3,547百万円 4,461百万円

短期金銭債務 264 〃 57 〃

(損益計算書関係)

※１ 関係会社との営業取引および営業取引以外の取引の取引高の総額は、次のとおりであります。

前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

営業取引による取引高

売上高 12,174百万円 16,320百万円

仕入高 4,842 〃 5,070 〃

営業取引以外の取引による取引高 2,023 〃 2,947 〃

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額ならびにおおよその割合は、次のとおりであります。

前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

従業員給与 3,480百万円 3,692百万円

事務費 477 〃 539 〃

業務委託費 641 〃 710 〃

減価償却費 279 〃 321 〃

おおよその割合

販売費 43％ 41％

一般管理費 57〃 59〃

※３ 関係会社出資金評価損

前事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

当社の連結子会社である優必勝(上海)精密軸承有限公司および優必勝(蘇州)軸承有限公司に対する出資金に

ついて、同社の経営成績および財政状態を勘案した結果、関係会社出資金評価損1,787百万円を特別損失に計上

しております。

※４ 減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産について減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 減損損失(百万円)

神奈川県鎌倉市 事業用資産 建物及び構築物等 146

当社は、管理会計上の区分に基づき、資産のグルーピングを行っております。

神奈川県鎌倉市の事業用資産については、岐阜県美濃市に生産集約することに伴う閉鎖の意思決定を行った

ため、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しており

ます。その内訳は、建物及び構築物140百万円、機械装置及び運搬具４百万円、その他１百万円であります。

当該資産の回収可能価額は使用価値を使用しておりますが、零として評価しております。
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(有価証券関係)

関係会社株式および関係会社出資金は、市場価格のない株式等のため、関係会社株式および関係会社出資金の時価

を記載しておりません。

なお、市場価格のない株式等の関係会社株式および関係会社出資金の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

区分
前事業年度
(百万円)

当事業年度
(百万円)

関係会社株式 2,523 2,523

関係会社出資金 4,580 4,580

計 7,104 7,104

(税効果会計関係)

１ 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度
(2025年３月31日)

当事業年度
(2026年３月31日)

繰延税金資産

棚卸資産評価減 1,987百万円 2,003百万円

未払費用(賞与) 398 〃 459 〃

減損損失 312 〃 317 〃

関係会社出資金評価損 1,195 〃 1,195 〃

関係会社貸付金貸倒引当金 616 〃 692 〃

入会金評価損 61 〃 55 〃

その他 368 〃 570 〃

繰延税金資産小計 4,937百万円 5,291百万円

将来減算一時差異等の合計にかかる評価性引当額 △3,260 〃 △3,290 〃

繰延税金資産合計 1,677百万円 2,001百万円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △1,939百万円 △2,948百万円

前払年金費用 △332 〃 △504 〃

繰延税金負債合計 △2,271百万円 △3,452百万円

繰延税金資産純額 △593百万円 △1,450百万円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

前事業年度
(2025年３月31日)

当事業年度
(2026年３月31日)

法定実効税率 － 30.6％

（調整）

住民税均等割等 － 0.8％

交際費等永久に損金に算入されない項目 － 0.6％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 － △13.1％

役員賞与引当金 － 0.1％

評価性引当額の増減 － 0.7％

法人税額の特別控除等 － △2.7％

税率変更による影響額 － △0.5％

その他 － △0.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 － 15.9％

(注) 前事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同

一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

(重要な後発事象)

連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：百万円)

区分 資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 当期末残高
減価償却
累計額

有形固定資産 建物 19,038 536
248
(138)

366 19,327 14,305

構築物 1,618 37
1
(1)

23 1,654 1,332

機械及び装置 46,881 1,750
752
(4)

1,408 47,879 38,868

車両運搬具 208 1
9
(0)

4 200 189

工具、器具及び備品 10,967 420
131
(0)

332 11,256 10,532

土地 2,793 1 － － 2,794 －

リース資産 800 54 － 50 855 495

建設仮勘定 857 574 857 － 574 －

計 83,166 3,377
2,001
(145)

2,186 84,542 65,722

無形固定資産 4,394 222
2
(0)

191 4,614 3,751

(注) １ 「当期減少額」欄の()は内数で、当期の減損損失計上額であります。

２ 当期における主な増加は次のとおりであります。

機械及び装置 岐阜製作所 自動倉庫、研削盤外

３ 当期における主な減少は次のとおりであります。

機械及び装置 岐阜製作所 研削盤外

４ 「当期首残高」および「当期末残高」は取得価額により記載しております。

【引当金明細表】

(単位：百万円)

科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸倒引当金 1,976 2,213 1,976 2,213

役員賞与引当金 44 58 44 58

役員株式給付引当金 248 86 47 288

工場閉鎖損失引当金 ― 413 ― 413

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取・買
増

取扱場所

(特別口座)

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

株主名簿管理人

(特別口座)

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社

取次所 ―

買取・買増手数料 無料

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告といたします。ただし、事故その他やむを得ない事由
によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いた
します。
なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおり
です。
https://www.ikont.co.jp/

株主に対する特典 なし

(注) 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使

することができません。

会社法第189条第２項各号に掲げる権利

会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利

株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書およびその添付書類ならびに確認書

事業年度 第76期(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) 2025年６月27日関東財務局長に提出。

(2) 内部統制報告書

2025年６月27日関東財務局長に提出。

(3) 半期報告書および確認書

第77期中(自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) 2025年11月10日関東財務局長に提出。

(4) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２(株主総会における決議事項の決議)の規定に基づく

臨時報告書 2025年７月１日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号(代表取締役の異動)の規定に基づく臨時報告書

2026年３月27日関東財務局長に提出。

(5) 有価証券届出書およびその添付書類

従業員持株ＥＳＯＰ信託の再導入に伴う第三者割当による自己株式処分に係る有価証券届出書 2025年11月10日

関東財務局長に提出。

(6) 発行登録書(普通社債)およびその添付書類

2025年７月15日関東財務局長に提出。

(7) 自己株券買付状況報告書

報告期間(自 2026年５月12日 至 2026年５月31日) 2026年６月３日関東財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

2026年６月22日

日本トムソン株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

東 京 事 務 所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 大 竹 貴 也

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 朝 岡 ま ゆ 美

＜連結財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる日本トムソン株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連

結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日

本トムソン株式会社及び連結子会社の2026年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び

連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明

の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重

要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見

の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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棚卸資産(「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」)に含まれる滞留在庫の評価

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

日本トムソン株式会社（以下、「会社」）の2026年3

月期末の連結貸借対照表に計上されている棚卸資産の金

額は35,249百万円であり、総資産額の28.1％を占め、金

額的重要性が高い。そのうち、会社単体が保有する棚卸

資産は24,453百万円であり、棚卸資産総額のうち69.4％

と重要な割合を占めている。

連結財務諸表の注記事項「(重要な会計上の見積り)

１ 棚卸資産の評価」に記載のとおり、会社は、ユーザ

ーニーズに迅速に対応するために、将来の販売予測に基

づいて多品種・少ロットの棚卸資産を計画生産してい

る。これらの棚卸資産は、保有期間が長期化するに伴

い、販売および消費可能性が低下することが想定される

ことから、入庫日から一年を超えて経過しているものを

滞留在庫として評価減の対象としている。当該滞留在庫

の評価を適切に反映するために、在庫区分、品目区分、

標準・特殊といった複数の区分からの滞留状況の調査、

過去の販売と消費の実態を勘案した将来の消費可能性の

検討を行い、設定した評価率に基づき滞留在庫に対する

評価減を行っている。

評価率に基づいて滞留在庫評価減を計算するプロセス

は、情報システムに依存している。この在庫評価の計算

プロセスには、計算の基礎になる滞留在庫評価減のレポ

ートの生成も含まれており、当該レポートの作成機能や

関連する情報システムのデータの保全・管理の状況が、

滞留在庫評価減の計算誤りにつながるリスクがある。

上述の通り、会社単体の棚卸資産残高に金額的重要性

があり、在庫評価の計算プロセスが自動化され情報シス

テムに依存している状況に鑑みて、当監査法人は棚卸資

産に含まれる滞留在庫の評価を監査上の主要な検討事項

に該当するものと判断した。

当監査法人は、棚卸資産に含まれる滞留在庫の評価の

妥当性を評価するために以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

● 会社は、情報システムによって算出された滞留在庫

評価減の結果について、四半期毎に「稟議書」にて

担当取締役及び社長の承認を得たうえで評価替えの

会計処理を行っている。当該承認においては、在庫

評価減方針に基づいた計算が行われているか、前四

半期の計上額との比較等、関連資料をレビューした

上で承認が行われている。会社の当該内部統制につ

いて整備及び運用状況の評価を行った。

● 滞留在庫評価減を計算するプロセスが含まれる情報

システムについて、IT専門家と連携し、IT全般統制

の整備及び運用状況の評価の検証を行った。

(2)滞留在庫評価減計上額の合理性の評価

● 評価率を見直すべき環境変化は生じていないという

経営者の判断を確かめるため、生産方針、販売状況

について、経理部局の責任者に対して質問を行っ

た。また、品目区分、標準・特殊等の区分、保有期

間別の棚卸資産残高推移を分析し、評価率を算定し

た年度との比較を行った。

● 情報システムへインプットされている内容(入庫日、

品種、単価、数量等)が正しいか検証を行った。

● 情報システムによって自動化された滞留在庫評価減

の計算結果に対して、以下の点についてIT専門家と

連携し検証を行った。

・情報システムより出力された滞留在庫評価減のレポ

ートに含まれる棚卸資産の網羅性の検証

・滞留評価減の計算ロジックが会社の滞留在庫評価方

針に従い、評価率が情報システム上にて適切に設定

されていることの検証

・会社の滞留在庫評価減の計算結果が監査人の再計算

結果と一致していることの検証

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、

その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ

のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記

事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸

表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している

かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな

る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を

入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査

閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した

事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止

されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上

回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、日本トムソン株式会社の2026

年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、日本トムソン株式会社が2026年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記

の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、

財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統

制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人

の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務

諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他

の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して

いる。

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに

ある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び

適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内

部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、

内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任があ

る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別し

た内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につい

て報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

＜報酬関連情報＞

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬

及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の

状況】に記載されている。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

※１ 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

２ XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

2026年６月22日

日本トムソン株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

東 京 事 務 所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 大 竹 貴 也

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 朝 岡 ま ゆ 美

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる日本トムソン株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの第77期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本ト

ムソン株式会社の2026年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に

おいて適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か

つ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい

て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

棚卸資産(「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」)に含まれる滞留在庫の評価

日本トムソン株式会社の2026年3月期末の貸借対照表に計上されている棚卸資産の金額は24,453百万円であり、総

資産額の24.5％を占める。会社は、棚卸資産に含まれる滞留在庫に対する評価減を、「（重要な会計上の見積りに関

する注記）１ 棚卸資産の評価」に記載のとおり行っている。

当該事項について、監査人が監査上の主要な検討事項と決定した理由及び監査上の対応は、連結財務諸表の監査報

告書に記載されている監査上の主要な検討事項「棚卸資産（「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」）に

含まれる滞留在庫の評価」と同一内容であるため、記載を省略している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、

その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付

ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項

付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、

将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計

事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監

査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されてい

る場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合

理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

＜報酬関連情報＞

報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

※１ 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

２ XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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１ 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長ＣＥＯ細野幹人および取締役ＣＦＯ西村修は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に

責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係

る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに

準拠して、財務報告に係る内部統制を整備および運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理

的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には

防止または発見することができない可能性があります。

２ 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2026年３月31日を基準日として行われており、評価に

あたっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響をおよぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を

行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しました。当該業務プロセスの評価において

は、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響をおよぼす統制上の要点を識別し、当

該統制上の要点について整備および運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いまし

た。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社および連結子会社について、財務報告の信頼性におよぼす影響の重

要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性におよぼす影響の重要性は、財務報告に対する金額的

および質的影響ならびにその発生可能性を考慮して決定しており、会社および連結子会社５社を対象として行った全

社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結

子会社３社につきましては、財務報告に対する金額的および質的影響ならびにその発生可能性の観点から財務報告の

信頼性におよぼす影響および発生可能性が僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社は一般的な製造業の連結グループであり、最終的には顧

客への販売を目的として製品を製造していることから、事業拠点の重要性を判断する指標として、売上高を重要な事

業拠点の選定指標として用いることとしました。また、全社的な内部統制の評価結果が良好であることを踏まえ、各

事業拠点の前連結会計年度の売上高（連結会社間取引消去後）の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度

の連結売上高のおおむね３分の２程度に達している２事業拠点を「重要な事業拠点」としました。その結果、売上高

の金額的重要性を考慮し、日本トムソン株式会社およびIKO INTERNATIONAL,INC.を重要な事業拠点として選定いたし

ました。選定した重要な事業拠点における企業の事業目的に大きく関わる勘定科目については、当社が製造業を営む

一般的な事業会社であり最終的には顧客への販売を目的として製品を製造していることを鑑み、主たる事業の経営成

績・財務状態等を判断するために重要と判断して着目する勘定科目として売上高、売掛金を基準としつつ、製造に関

連した重要な勘定科目である棚卸資産を選定いたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以

外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生の可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目

に係る、固定資産減損プロセスおよび税効果プロセスを、財務報告への影響を勘案して重要性の大きいプロセスとし

て評価対象に追加しました。

３ 【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。

４ 【付記事項】

該当事項はありません。

５ 【特記事項】

該当事項はありません。
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【英訳名】 NIPPON THOMPSON CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長ＣＥＯ 細 野 幹 人

【最高財務責任者の役職氏名】 取締役ＣＦＯ 西 村 修

【本店の所在の場所】 東京都港区高輪二丁目19番19号
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ませんが、投資家の縦覧の便宜のため縦覧に供する場所として

おります。



１ 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

代表取締役社長ＣＥＯ細野幹人および取締役ＣＦＯ西村修は、当社の第77期(自 2025年４月１日 至 2026年３月

31日)の有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

２ 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。
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